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～会議の概要～

○委員長

ただいまより、委員会を開きます。

本日の会議録署名員に、森井委員、新谷委員をご指名いたします。

委員の交代がありますので、お知らせいたします。

大橋委員が上野委員に、大畠委員が森井委員に、佐々木茂委員が吹田委員に、井川委員が山田委員に、古沢委員

が新谷委員に、斉藤陽一良委員が高橋委員に、佐藤委員が秋山委員に、それぞれ交代いたしております。

継続審査案件を一括議題といたします。

これより、厚生・建設両常任委員会所管事項に関する質疑に入ります。

なお、本日の順序は、公明党、民主党・市民連合、共産党、自民党、市民クラブ、れいめいの会の順といたしま

す。

それでは、質疑に入ります。公明党。

○高橋委員

◎廃乾電池廃蛍光灯処分事業について

初めに、環境部にお尋ねをいたします。

決算説明書143ページ、廃乾電池廃蛍光灯処分事業費88万7,485円、この内訳をお聞きします。

○（環境）廃棄物対策課長

決算説明書における88万7,485円 廃乾電池廃蛍光灯処分事業の関係についてでございますが 費用の内訳といた、 、

しましては 蛍光管と電池の処理料 処理・処分費用といたしまして87万145円 その中には収集運搬の費用も含ま、 、 。

れております。そのほかに負担金といたしまして１万7,340円、合計で88万7,485円が同事業の内訳となっておりま

す。

○高橋委員

収集運搬にかかわる費用というのは具体的に出ますか。

○（環境）廃棄物対策課長

収集運搬費用につきましては、平ボディの10トン車２台分といたしまして、20万5,590円となっております。

○高橋委員

、 、 、 、 。 、 、 、それで 平成13年度 14年度 15年度 これは乾電池ですね それから 平成14年度 15年度の蛍光管の処理量

これを教えてください。

○（環境）廃棄物対策課長

蛍光管の処理量についてでございますが、平成14年度から始めた事業でございまして、処理については平成15年

。 、 。度から始まったところでございます 処理量につきましては 4,960キログラムを平成15年度に処理いたしました

○高橋委員

乾電池では平成13年度、14年度、15年度の回収量、それから蛍光管も同じく平成14年度、15年度の回収量、これ

をお願いします。

○（環境）廃棄物対策課長

乾電池と蛍光管の回収量についてでありますが 乾電池につきましては 平成13年度1,170キログラム 平成14年、 、 、

度3,557キログラム 平成15年度7,814キログラムとなっております 蛍光管につきましては 平成14年度4,677キロ、 。 、

グラム、平成15年度6,188キログラムとなっております。
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○高橋委員

それで、乾電池の方なのですが、平成15年度は14年度と比較しますと約２倍ということで、相当量が多くなって

おります。それから、蛍光管の方も増加しているわけですけれども、この内容といいますか、状況を説明してくだ

さい。

○（環境）廃棄対策課長

乾電池・蛍光管の増加の内容につきましては、市民のごみに対する意識が高まったのではないかというふうに考

えております。蛍光管につきましては、14年度にスタートいたしまして、２年目ということで相当量増えたという

、 、 、ことになっておりますし 廃乾電池につきましては 過去から見ますとかなりでこぼこと増減がありますけれども

最近ではかなり市民の意識が高まったことによって、急激に増加したのではないかというふうに考えております。

○高橋委員

これは清掃事業概要で見ますと スタートしてから7,000キログラムを超えているのは初めてです ですから す、 。 、

ごい数字だなと思ったものですから確認したのですけれども、特にＰＲだとか、特別なことをやっただとか、そう

いうことはありますか。

○（環境）廃棄物対策課長

特に改まったＰＲということはしてございませんけれども、市民に対する広報の中には電池についてもお知らせ

しておりますし、あと特に考えられることといたしますと、収集担当の方もかなり努力いたしまして、電池という

ものは袋に入れて出していただくのですが、そういうものをできるだけ収集しようということで、冬のかなり雪の

深い中を探ってくるなど、かなりの努力の結果も表れているのではないかと思います。

○高橋委員

それで、処分量というのが毎年ではなくて、隔年だとか間があいていますよね。これはなぜなのかなと思うので

すけれども、この処分量と残量の関係性を教えてください。

○（環境）廃棄物対策課長

処分量と残量の関係についてでございます。例年、予算規模の関係もございまして、回収する量、処分量、それ

からストックヤードの面積といいますか、ヤードの状況を見ながら毎年処分を行っております、隔年のときもござ

いますけれども。蛍光管につきましては、14年度スタートということで、初年度どのぐらいの量が集まるかという

ことはなかなか把握が難しいということで、14年度は処分をしないで、その様子を見ながら15年度に処理したとこ

ろでございます。電池につきましては、この清掃事業概要を見ますと、隔年で処理しておりますけれども、ストッ

クヤードの状況を見ながら、あと予算の確保も含めて処理していくという考えでおります。

○高橋委員

例えば電池ですと 8,135キログラム残量として残っているわけですけれども ある程度基準があるのかなと思っ、 、

たのですけれども、例えばトラック２台分でやったら終わりだよだとか、ただ単にたくさん残っているなという印

象があったので、その辺はいかがですか。

○（環境）廃棄物対策課長

トラックの関係についてでございますが、平成15年度におきましてはトラック２台を予定しておりまして、蛍光

管のリサイクル処理関係につきましては、量が思ったよりも入らなかったと。蛍光管というのは段ボールの中に入

れて、平ボディの中に収集していくのですが、かなり容積が大きくて、その分電池の処分量の方に影響したという

ことも、このような状況になっております。

○高橋委員

それで、この電池、それから蛍光管については、どこの処理場へ持っていかれるのでしょうか。
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○（環境）廃棄物対策課長

蛍光管・電池を処理する事業者につきましては、留辺蘂町にございます野村興産というところで処理しておりま

す。

○高橋委員

それで、処理するときには、これ電池と蛍光管と一緒の車で収集するということですか。

○（環境）廃棄物対策課長

処理の関係についてでございますが、収集は一緒に参りますけれども、行った先、野村興産におきましては、電

池は電池、蛍光管は蛍光管ということで、別なリサイクル処理の流れで行っております。

○高橋委員

輸送の手段を聞きたいのですけれども、小樽の各集積所から許可業者の車がずっと回って集めますよね。小樽の

集積場所、これは桃内ですか。

○（環境）廃棄物対策課長

収集した後の集積場所につきましては、旧伍助沢の処分場に保管してございます。

○高橋委員

その伍助沢から留辺蘂までは、どういう手段で行くのですか。

○（環境）廃棄物対策課長

伍助沢から留辺蘂町の野村興産までの輸送の手段につきましては、平ボディの10トン車、15年度におきましては

２台で輸送してございます。

○高橋委員

それは許可業種というか、許可の内容というのはどういう内容なのですか。

○（環境）廃棄物対策課長

許可の内容につきましては、全国の自治体が加盟いたします全国都市清掃会議というところがございます。全国

都市清掃会議が厚生省適正処理委員会報告を踏まえて、広域処理、広域回収ということの設定をいたしまして、そ

の中において収集運搬も行っております。

○高橋委員

小樽から留辺蘂までの運搬費、これは幾らになりますか。

○（環境）廃棄物対策課長

小樽から留辺蘂までの運搬費につきましては 平成15年度の数字でございますが 10トン車２台で20万5,590円と、 、

なってございます。

○高橋委員

それで、以前にもちょっと聞いたのですけれども、蛍光管については小樽市内で処理する施設ができたというふ

うに承知をしておりますけれども、これはなぜ留辺蘂にこだわっているのかなというふうに思うのですが、その点

いかがですか。

○（環境）廃棄物対策課長

全国都市清掃会議を通じて、現在は処理してございます。この全国都市清掃会議で作成しました廃乾電池等の広

域回収処理要領というものがございまして、廃乾電池、蛍光管を安全で安定的に、そして効率的に処理を行うとい

うことの、この処理ルートの流れに、小樽市が現在乗っているというところでございます。

○高橋委員

市民の方からもお話があったのですが、小樽市内でそういう形でできて、なぜわざわざ遠くへ持っていかなけれ

ばならないのか。コスト的にも、それから処理の手間を考えても、小樽でできるものは小樽でした方がいいのでは
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ないかという、そういうご意見がありますけれども、その点いかがですか。

○（環境）廃棄物対策課長

小樽でできる業者があるのではないかというご質問ですけれども、確かにかつて２社ございましたけれども、今

そのうち１社は、蛍光管の破砕機については小樽市外の方に移動したということで、現在１社でございます。その

１社につきましては蛍光管を破砕する機械をお持ちですが、一番肝心なところの水銀の除去といいますか、水銀を

完全に安全に回収するというシステムの機械になってございませんので、安全性、有害物質のことを考えますと、

広域処理ということで、全国都市清掃会議のルートであります野村興産で処理していただくことが一番望ましいの

ではないかというふうに考えてございます。

○高橋委員

環境部としてはそこを確認しましたか。実際に小樽の工場へ行って確認をしましたか。

○（環境）廃棄物対策課長

工場での確認についてでございますが、環境部としては平成14年度スタート前に、イトムカ鉱業所の方に行って

見学をしてまいりました。実際に水銀の関係の大型のプラントなどもございまして、きちんと処理されているよう

に見受けられました。

○高橋委員

そうではなくて、小樽の工場。

○（環境）廃棄物対策課長

。 、 、 。済みません 小樽の工場の関係につきましては １社ございますけれども 機械については一応見てございます

○高橋委員

安全性だとか、ほかの部分で問題があったということですか。

○（環境）廃棄物対策課長

安全性についてでございますが、小樽市内に１か所あります工場の蛍光管の処理方法なのですが、水銀という一

番難しい、人体に有害な、そして河川などを汚す有害な物質の除去については確実にされていない状況でございま

したので、その辺が問題あるかなと考えております。

○高橋委員

それはいつ確認をしましたか。

○（環境）廃棄物対策課長

確認の時期ですが、記憶には残ってございません。たいへん申しわけございません。その施設にはもう何回も足

、 、 、 。を運んで いろいろな機械を見ておりますので ちょっと確実な日にちは ここでは頭の中に入ってございません

○高橋委員

では、私も確認してみますので、また次の機会にこれは聞き直したいと思います。

◎水道会計について

次、水道局に伺います。

各企業会計決算審査意見書の19ページですけれども、これは上水道の方ですね。決算で黒字ということで、毎年

黒字を計上してきているということで、すばらしいことだと思うのですが、この資本的収支の中身を見ますと、差

引きマイナス15億5,000万円ということになっていますけれども この上の説明では補てんされているということに、

なっております。この中身が非常に難しいので、素人にわかりやすく教えていただきたいと思います。

○（水道）総務課長

ただいまの資本的収支の不足額15億5,000万円ほどございますけれども これにつきましては 補てん財源として、 、

３本掲げてございます まず一つ目は 消費税部分に係る資本的収支の調整額5,182万円ということでございますけ。 、
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れども、まずこれにつきましては、消費税につきましては５月に精算納付と、こういう形になってございます。そ

ういった中では、企業会計におきまして経常的な経費からなりますけれども、収益的収支とそれから投資部門でご

、 、 、ざいます資本的収支 こういう二つの大きな支出部門に分かれてございまして 消費税に係る部分につきましては

この収益と資本の部分とあわせて３条、収益収支の勘定の中で精算されてございます。

しかし、消費税そのものにつきましては、４条予算の中にそれぞれ仮払い、あるいは仮受消費税というのが含ま

れてございますので、いったん３条の中において収益的支出の方でいったん４条も含めて精算されている関係上、

４条に係る部分の財源不足につきましては、まずこの３条予算、要するに収益的支出の部分で充当すると、こうい

う形でまず補てんされている部分があります。

それに続きまして、過年度の損益勘定留保資金と呼びます。まず、留保資金そのものにつきましては、収益的支

出の方で現金を伴わない費用といたしまして減価償却費、それと配水管など除却で撤去するとか、あるいは埋設す

る場合に残存価格が残ってございますので、その資産の部分の資産減耗費というのですけれども、そういう現金の

伴わない損が出てきております。また、退職金につきましては４条予算で支出をするのですけれども、これにつき

ましては、５年で繰り延べて償却するという会計処理になってございまして、これの繰延償却というのも損益勘定

費用に入ってございます。

こういう現金の伴わない部分がまず留保資金ということで押さえてございまして、それに係りまして過年度、要

するにこれは15年度の決算ですので、14年度に補てんしても、なおかつ残った部分は繰り越されて、15年度に充当

されまして、この金額が12億4,400万円ほど。それと、当年度分損益勘定として２億5,500万円ほどになってござい

ますけれども、これにつきましては当年度に９億5,300万円ほど発生してございますけれども、そのうち２億5,500

万円ほど充当したということで、また、これの残りにつきましては来年度の損益勘定に当たると、こういうような

形になってございます。

○高橋委員

難しいのですけれども、これは水道事業決算書です。この３ページに財務諸表というのがあるのですけれども、

ここでいうとどの項目になりますか。

○（水道）総務課長

このページでいきましたら、まず財務諸表の２番の営業費用（９）番、減価償却費８億2,878万9,000円ほどとな

っております。その下に、10番目に資産減耗費３億円。このうち一部現金を伴う部分がございます。それと、大き

く４番目の営業外費用（３）番、繰延勘定償却の部分。それと、先ほど言いませんでしたけれども、６番目に特別

損失がございまして、固定資産売却の損が出てございます。この部分を埋めたような形で補てんしてございます。

この部分を足したものでございます。

○高橋委員

わかりました。また、詳しくお聞きしたいと思います。

それで、収入の方が企業債約11億円弱です、予算でいきますと。そうすると、収入の約93パーセントは企業債で

す。支出の方は建設改良費、これが支出の約43パーセントということになっております。企業債の償還金、これが

9億3,000万円。11億円借りて９億円返すという、こういう借りたり貸したりという形なのだと思うのですが、水道

事業についてはインフラ整備はほとんど終わっているかと思います。この建設改良費というのは維持管理費、それ

から更新、そういう内容かなというふうに思っていますけれども、この建設改良費をどういうふうに考えていくか

によって、この収支バランスというのがかなり影響が出てくるかと思いますけれども、この点いかがでしょうか。

○（水道）総務課長

資本的支出は当然投資予算ということでございまして、収入に係る部分は基本的には企業債、借金で賄っている

と、こういうことになろうかと思います。そういった中では建設改良に係る部分といたしましては、メーターの設
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備あるいは配水管整備ということで老朽管の布設替え、また、改良工事というのは浄水施設とか配水池、こういっ

た水を供給する部分、消火栓等々の中では、そういった部分では計画的な部分として投資がされていると、こうい

う状況になっています。

○高橋委員

この配水管整備工事・改良工事の方ですけれども、この決算書の10ページの方を見ますと、配水管の布設工事が

ずっと載っております。例えばこの径300ミリだけを考えたとして、全体の径300ミリの総延長のどのぐらいの割合

が去年は施工されたというふうになりますか。

○（水道）給水課長

ただいまのご質問の径300ミリの延長でございますけれども、15年全体で7,937メートル、配水管整備事業として

は実施しております。

○高橋委員

そして、径300ミリについては、小樽市全体の延長数は幾らですか。

○（水道）給水課長

、 、配水管の延長につきましては529キロメートルございまして その中の径300ミリにつきましては7,741メートル

現在あります。

○高橋委員

すると、ほぼ同数更新したということになりますか。

○（水道）給水課長

今私が答弁いたしました径300ミリにつきましては、市内に布設されています配水管529キロメートルのうちの延

長でございまして、15年の実施延長とは答えが合っておりません、失礼いたしました。

○高橋委員

後で資料としていただきたいのですが、管種別の小樽市内の延長数、それぞれの数を後で表でまとめていただき

たいと思います。何を聞きたいかというと、要するに更新していく、布設替えしていくときの基準があるかと思い

ますけれども、これはどういう基準になっておりますか。

○（水道）給水課長

配水管整備事業で行っている一つの中に老朽管の布設替え工事がございますけれども、これにつきましては、管

路の破損事故による使用者や第三者に与える影響、さまざまな社会的影響とかございます。事業損失の観点から、

配水管路につきましては八つの項目で事業評価を行っておりまして、その採点により、影響の大きい順番から優先

的に老朽管の更新を行っております。

○高橋委員

わかりやすく言うと、だいたいどのぐらいの年数で、スパンで更新しなければならないものですか。めどでいい

のですけれども。

○（水道）給水課長

ただいま更新している新しい管につきましては、鋳鉄管を主に使っております。径50ミリ以下につきましてはポ

リエチレン管を使っておりますが、いずれにしましても耐用年数は40年となっております。

○高橋委員

そうすると、水道局としては、ずっと今まで工事してきた全部のデータをまとめて、いついつ更新しなければな

らないかという、そういう計画、更新布設日というのですか、これでいけば配水管の更新計画みたいなものという

のはありますでしょうか。
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○（水道）給水課長

配水管整備工事の計画でございますが、道路改良に伴う工事、これについても配水管整備事業の中で布設替えを

しております また 老朽管の布設替えにつきましては昭和46年から開始しておりまして 当初264キロメートルご。 、 、

ざいました 平成15年度末で209キロメートル整備いたしまして 残りは約55キロメートルとなっております 進ち。 、 。

ょく率としましては79パーセントでございますので、残り55キロメートルについて、これから布設替えを進めてい

く計画でおります。

○高橋委員

先ほども言いましたけれども、この建設改良費の考え方、いつにどれだけやったということによって、その収支

バランスがかなり影響されると思います。それで、今後の計画の見直しといいますか、内容の確認といいますか、

それは水道局としてはどのように考えられていますか。

○水道局次長

水道局側のガイドラインとして位置づけがはっきりしてございまして、一度出すと水を切ることができない事業

、 、 、でございますから エンドレステープのように 事業展開は毎年毎年継続性を持ってやっていかなければならない

そんなことで、ある程度の額を投資していつまでもやっていかないと、市民に対しては安全で安定した水の供給が

できないという観点から、やはり同一規模の投資を続けなければいけない、そのように考えてございます。

○高橋委員

なかなか難しいかなというふうに思いますけれども、しっかりとお願いしたいと思います。

◎下水道会計について

もう一点だけ、下水道の方にお願いしたいと思います。

下水道、これの29ページですけれども、同様のことが言えると思います。資本的収支の内容が書かれてあります

けれども、下水道についても、ほとんどインフラ整備は終わったのかなというふうに思っています。企業債の償還

金がものすごく大きいというふうになっていますけれども、シミュレーションとしてはそのピークは越えたのでし

ょうか。

○（水道）総務課長

下水道会計につきましては、ご存じのとおり、15年度から借換債の中で利子の軽減を図っていくという形になっ

てございます。それで、年度末の残高ということで申し上げますと、15年度の決算時で申し上げますと、ピークは

もう14年度で、あとは残高は下降方向にございます。また、支払につきましても、今言った借換債を導入したおか

げで利息の軽減が図れまして、これにつきましても15年度時点でございますけれども、元利合わせまして39億円ほ

どということが、これがピークになってございます。

ただ、毎年借入れを起こしてございますので、利払い等の利率の関係がございますので、動くかなと思いますけ

れども、今の状況では今後は下降向きと、こういうふうになります。

○高橋委員

下水道としてはこの建設改良費、これについては、恐らくここ四、五年ではそんなに額は上がってこないのかな

というふうに思います。ただ、心配なのは、前にも質問しましたけれども、中央下水終末処理場の更新が考えられ

るのかなというふうに思います。この件についてはどのように考えられていますか。

○（水道）下水道事業所長

ただいま中央下水終末処理場の下水道の更新計画でございますけれども、中央下水終末処理場につきましては昭

和59年に供用開始しておりまして、20年以上経過している中で、今後更新計画を立てていかなければならないだろ

うと。もう既にいろいろ故障等を起こしている部分も部分的にはございまして、本格的な更新計画を今後策定しま

して、順次更新を進めていきたいと、そのように考えてございます。
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○高橋委員

これからですか。もう手をつけているのではないのですか。

○（水道）下水道所長

一部焼却施設につきましては診断等をやってございまして、そちらの方についてはある程度、今、計画を策定中

です。それから、一部それ以外のものについては、現在各施設の機器診断を実施している中で、ここ一、二年の間

にそういう計画を立てていきたいなと、そのように考えてございます。

○高橋委員

更新計画の完成めどというのは２年以内ということでよろしいですか。

○（水道）下水道事業所長

一応２年ぐらいをめどに、今の各施設の機器診断をして計画を策定したいなと、そのように考えてございます。

○秋山委員

◎女性国内研修について

最初に、女性国内研修に関してお尋ねいたします。

この春にもお尋ねしていることで、何回も恐縮なのですけれども、一般の女性がやはり小樽市内から一歩出て先

進地に学ぶのは、百聞は一見にしかずという観点からすばらしい事業だと思っているのですが、ただ15年度派遣人

数が４名になったということで、年々派遣人数が落ちているなというふうに感じておりますが、15年度はどのくら

いの期間、公募というか応募というか、かけたのかお知らせください。

○（市民）男女平等参画課長

、 、 、ただいまの15年度の取組の状況でございますが 11月に国内研修を実施いたしまして 取組の期間としては７月

８月、９月、10月、おおむね４か月間の期間をかけて取組をいたしました。

○秋山委員

このとき、募集人数というのは何名ぐらいだったのでしょうか。

○（市民）男女平等参画課長

４名でございます。

○秋山委員

結論として４名になった。初めから４名の枠でしたか。

○（市民）男女平等参画課長

応募と結果、どちらも４名でございます。

○秋山委員

今年度、平成16年度は何名になっていて、いつ実施されたのか、また、その公募期間はどのくらいあったのか、

教えてください。

○（市民）男女平等参画課長

16年度ですが、応募の方は２名でございます。したがいまして、選考結果も２名といったことで実施をさせてい

ただきました。ただ、今年度につきましては、毎年だいたい11月の上旬にこの全国の研修会がございますが、この

たび国立女性教育会館の方の企画が８月に繰り上がりまして、急きょ私どもも、従来でしたら７月ぐらいから準備

をかけるのですが、今回は６月、慌ててというよりもインターネットから調べて、先に情報を収集して、７月に、

正式に国立女性教育会館から後志支庁を通して情報が入るのですが、私どもとしては、６月の下旬から８月の広報

の原稿を間に合わせるように取組をしたのですが、残念ながら具体的には７月、それから８月の中旬ぐらいという

ことで、１か月半の取組でございました。
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○秋山委員

せっかくのいい事業であっても、なかなか市民に内容が知らされていない、知る機会が少ないのかなというふう

に感じておりますけれども、どういうところに国内研修を案内しているのかというところを教えてください。

○（市民）男女平等参画課長

今年度もチラシを500枚ぐらい作成いたしまして 広報おたるはもとより市のホームページ それから関係団体と、 、

しては女性団体、その他関連するＰＴＡ、小学校の婦人学級、商工会議所の女性会だとか、そういったことを含め

て、あらゆる団体に郵送させていただいております。

○秋山委員

そのわりに浸透度が低いなというふうに感じます。それで、この国内研修に参加されたメンバーで「らん」とい

うグループをつくっておりますけれども、事務執行状況説明書によりますと、56名現在いると。このメンバーの中

の声として、この事業が始まってからかなりの年数がたっている。あくまでも対象は一般、初めて行く人が対象。

女性を取り巻く問題に関しては、かなりここ数年の間に変わってきているという事情もあって、改めてこういうメ

ンバーの中から参加対象としてもらえないだろうかという声があるのですけれども、その件どうでしょうか。

○（市民）男女平等参画課長

ただいまの件でございますが、平成３年度から女性の国内研修を実施して以降、国内研修の修了生でグループを

つくっていただきまして、今、委員がご指摘の「ネットワーク・らん」という団体がその団体でございまして、今

56名の方々が参加して活動していただいております。その方々から、確かにこの間、女性の国内研修に一度は参加

したのだけれども、もう一度参加したいので認めていただけないだろうかという、私どもの募集要項の中には初め

て参加をする方というのが原則としてございますものですから、いろいろと検討した結果、平成14年度にそういう

申込みがございまして、自主参加でございますが、２名を認めた経緯がございます。

ただ、15年度、それから本年度16年度に関しましては、もちろん「ネットワーク・らん」にもそういった実績が

ございましたので声をかけましたが、残念ながら向こうの方の参加する旨の意思表示がございませんでしたので、

このたびはなかったという、そういった経過がございます。

○秋山委員

かつて14年度に自主参加が２名あったと。自主ということは自分でお金を出して行くということで、そのぐらい

熱意があったら違う部分でもっと頑張っているのだろうなというふうに思いますが、小樽市はこの大変な中、旅費

を出していただけるというところがすばらしいという面で、自分でお金を払って３泊４日参加するというのもなか

なか現実厳しいなという面から、それと今重複しますけれども、再度人材、もう一歩深めるという感じで、そうい

、 、う観点から かつて参加したメンバーにもこういう機会を与えていただければありがたいというふうに感じますが

何とか今後の検討事項としていただけないものかなと思いますが、どうでしょうか。

○（市民）男女平等参画課長

ただいまの国内研修を終了した方々からのご要望の件でございますけれども、14年度にそういうお話がございま

して、一度そういうことで実績をつくっておりますので、ご要望があれば一般の市民の公募に加わっていただくと

いうことは可能かというふうには思います。ただ、いわゆる自主研修ということで、自己負担で研修している部分

の公費負担の部分につきましては、限られた予算の中で、一応５名枠で事業を展開しているのですが、現在まで、

正直なところこの13年度間で、今年度入れて77名の方が参加しているのですが、私どもの考え方としては、今後も

できるだけ初めて参加される方を中心にこの事業を展開していきたいというふうに考えておりますので、２回目、

３回目の方は、当然私どもも参加は認めていきますが、公的な援助につきましては、ちょっと今のところ難しいか

なというふうに思っております。
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○秋山委員

であれば、やはり新たなメンバーがどんどん参加できるように、きちんとＰＲをしていただければありがたいな

というふうに感じますので、この件よろしくお願いいたします。

◎市民会館、コミュニティセンター、市民センターなどの利用料について

続きまして、市民会館、それからコミセン、市民センターなどの利用料に関してお尋ねをいたします。

決算説明書の45ページを見ますと、予算に対して収入が落ちているということは、利用するという度数が減って

きているのかなというふうに感じます。その中で断トツに伸びているのが、いなきたコミニュティセンターなので

すけれども、この45ページの中でちょっとお尋ねしたいのは、体育館の利用状況、団体が323件、個人が4,487人。

こちらで調べてきていますので、昨年度は団体が332件、個人が2,560人ということで、個人にスポットを当ててち

ょっと見てみたいのですが、個人で体育館を利用している。どんな使い方をしているのかなと感じるのですけれど

も、それをまず教えてください。

○（市民）総合サービスセンター所長

いなきたコミニュティセンターの個人での利用でございますけれども 15年度は4,487人ということです この体、 。

育館の利用でございますが、バスケットや卓球それぞれ使用している部分がございますけれども、だいたいその個

人の中で半分ぐらいが小中学生ということになっておりまして、残る半分のだいたい９割以上は高校生。ほとんど

小・中・高校生の個人利用で占められているという状況にございます。

○秋山委員

利用料を忘れましたけれども、ちなみに小中学生、大人と、その利用料を教えてください。

○（市民）総合サービスセンター所長

利用料につきましては 今手元に料金表を持ってきていないのですが 小中学生がたしか50円 大人が140円だっ、 、 、

たかと記憶しております。

○秋山委員

私が持っているので、では言わせてもらいますけれども、個人で使用する場合は、小中学生が午前中の場合は１

人50円なのです １時から５時 夕方までが70円 夜も同じ料金 大人の場合は午前中は100円 １時から夜間まで。 、 、 。 、

は１人140円、こういう料金になっております。

それで、大人の半分だから、利用者が増えているわりになかなか利用料の部分では伸びないのかなと思って見て

おりましたが、後ろのページの133ページ、134ページを見てみますと、全部不用額が生じております。利用者は減

っているけれども、不用額は増えている。これは利用を頑張ってこういうふうに経費を詰めたのか、どういう形で

こういう不用額が出るようになったのかを教えてください。

○（市民）総合サービスセンター所長

これはいなきたコミニュティセンターの不用額ということで 31万3,516円ということになっておりますが この、 、

不用額に占める主なものといたしましては、ビルの共益費の減というのが主な理由でございます。

○秋山委員

この不用額については市民会館が200万円近く出ています 公会堂とか各会館が 全部そういう形で残していって。 、

いるという。

○（市民）市民会館長

、 。 、市民会館の不用額並びに市民センターの不用額でございますけれども 光熱水費が過半でございます ですから

先ほど委員が言われたとおり、市民センター、市民会館の利用が下がっていますので、それに伴って光熱水費の支

出が少なくなったということで判断しております。
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○秋山委員

なるほどなというふうに感じます。それで、前も質問したことはあったのですけれども、市民会館は本当に古い

ですよね。駐車場がないということで、かなり利用しづらい会館になってきているのではないかなというふうに思

います。ちなみに100名ぐらいの催物をやったとき、市民会館の１号ホールを借りた場合は、使用料が夜4,500円、

コミセンの場合は集会室１ ２ ３を通しても3,600円 それに駐車場付 終わったら下で買物ができるというおま、 、 、 、

けつきの中で、ただ市民センターは個室になっているので、広げて使うというのは難しい会館になっていると。こ

ういう状況の中で、これ普通であればというか、一般の感覚であれば、古くて使いづらいところよりも、新しくて

使いやすいというのは、多少価格は、料金、使用料が高くてもそちらの方に流れるというのは、これ人間の傾向で

はないかなというふうに感じるのですが、これプールしてそういう対価の使用料で、もう少し市民会館を手ごろな

値段にしてという採算面、市役所は商売だという観点ではありませんけれども、そういう考え方もあるのではない

かなと思うのですが、いかがなものでしょうか。

○（市民）市民会館長

先ほど市民会館の利用について、14年度から15年度、落ち込んできているということで説明いたしましたけれど

も、現在、市の段階では、市民会館の利用が非常に落ち込んできていると。そういった形で、再度やはり市民会館

の利用率の向上ということは、現在検討している最中でございます。ですから、今、委員が言われました料金の関

係については、また別枠で事務事業の見直しで検討中でございますが、市民会館の利用率の向上という形について

は、また、今の委員が言われたようなことを考えまして、検討を進めているという段階でございます。

○秋山委員

具体的にその検討内容というのはどんなものなのですか。

○（市民）市民会館長

今まだ検討段階で、具体的なことは言えませんけれども、特に市民会館はホール中心の会館でございます。市民

センターと若干違います。それで、市民会館の場合のホールの利用が落ちているという中で、市民センターの例か

ら見れば、中規模ホールというのは非常にニーズが多いわけです。あそこは453名ほど入ります。市民会館は1,216

名。ですから、なかなか使いがってが悪いという形でございます。

それで、検討の中では、市民会館の1,216名だけでなく、あれを半分に区切れば500名ぐらいの収容人員になる。

そういった貸出し方法を検討していけば、ちょっとイベントをやりたいなと、仲間内でのイベント、サークル活動

の発表会をやりたいなといった部分でも利用が促進できるのかなと、そういった一例を今検討を進めているという

ところでございます。

○秋山委員

素人なもので、あの大きい会館をどうやって仕切るのかなと思いますけれども。

○（市民）市民会館長

今ちょっと図面などがございませんけれども、ちょうど２階の入り口の部分がありますね。１階からスロープに

。 。 。 、なっています２階の入り口 ちょうどあそこ半分ありますね あそこの下の部分がちょうど512席になる それで

。 。 、けっきょく今基本料金は1,216名の基本料金で徴収しています 使っても使わなくても1,216名の料金 512名の料金

それは例えば基本料金の８掛けか７掛けで利用していただければもっと使いやすくなるのかなと、そういう考え方

でございます。一応あそこを仕切るという考えで、そういう方法も検討の中に入ってございます。

○秋山委員

幕か何かで仕切るのなら、そうしたら、あの大きいままで下を区切って貸すという形ですか。

○（市民）市民会館長

はい、そういうことになります。
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○秋山委員

ということは、やはり光熱水費とかというのは今までどおりかかるということですよね。

○（市民）市民会館長

先ほど申し上げたとおり、事務事業の見直しの中で、今、小樽市全体の使用料の見直しを図っております。光熱

水費についても、今まで光熱水費の算定がそれぞれの館、それぞれの施設でばらばらになっていた経過がございま

す。そういった面、光熱水費の検討を今どのようにしていくか、実費を必ず支払っていただくだとか、そういった

方法も考えてございますので、これはまだ検討経過でございますので、それはそのようにかかるのではないかなと

思いますけれども、市民会館の料金でいえば現行基本料金の８割なのです。ですから、基本料金が10万円であれば

18万円かかるわけです ですけれども 先ほどの500席で貸すということになれば ８万円の８割という形になって。 、 、

いきます。ただ、市民会館としての採算性がどうなるかという形であれば、若干やはり問題は残るかもわかりませ

ん。

○秋山委員

ついでに申しわけないのですけれども、コミセンではまだお借りした経験がないのでわかりませんが、コミセン

もあるかな、各会館では水差しとかコップとか、これはお金がかからない部分でお借りした場合にきちんとそろっ

ているのですけれども、市民会館の場合は、コップが例えばサッポロビールとかという名前の入ったああいうコッ

プで、何かわざわざ持ち込まなかったら、ちょっとお客さんに出せないような感じになっているので、蛇足ですけ

れども、こういうところもちょっと心がけていただければ、使用する側にとっても、ああ親切だなというふうに感

じるのではないかなと感じるのですけれども、いかがなものでしょうか。

○（市民）市民会館長

今そういった水差し、コップに至るまで非常にご迷惑をかけていることは、私どもで反省したいと思います。そ

ういった部分については特段多大なお金がかかるわけではございませんので、ご不便をかけているというのであれ

ば、早速順次用意できるところから用意させていただきたいと存じます。そういうことでご了解願いたいと思いま

す。

○秋山委員

◎介護保険について

続きまして、介護保険に関してお尋ねいたします。

決算説明書の254ページと255ページにまたがって、介護保険事業特別会計が載っておりますが、一つ確認という

形でお伺いいたしますが、保険料の方に特別徴収現年度分うんぬんとありますが、この特別徴収というのは年金の

中から差し引くという形の徴収の仕方だと思います。普通徴収というのは払込用紙で払うという形だと思うのです

が、２番目のその普通徴収現年度分の説明の部分を読んでいったときに、調定額とそして収入率があって、残った

分がこれ未収金になるのですね。そして、それが下の段に来て、３番目の滞納繰越しに入るのではないかと思う。

ここの場合は違いますけれども ここにあるのは13年度分の未回収の分が調定額として載っていて その収入率25.、 、

53パーセントが要するに繰越しというふうな形でよろしいのですか。

○（福祉）介護保険課長

今ご質問がありました普通徴収現年度分という部分につきましては、今、委員がおっしゃいますように15年度の

部分の普通徴収の分です。そして、３番目の普通徴収滞納繰越金、ここの部分につきましては、15年度の時点で12

年度、13年度、14年度と、このような形の未収金が出ておりますので、その分を計上している部分です。

○秋山委員

その中で収入されて残った分が約2,000万円ぐらい これがずっと繰越しになってくる滞納金と考えてよろしいの。

でしょうか。
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○（福祉）介護保険課長

15年度の分でいいますと、４億1,300万円ほどの調定額に対して収入率が91.25パーセントですので、実質的に３

億7,000万円ほどが収入として入ってきていると だから ４億1,300万円から３億7,700万円を引きました この部。 、 、

分が3,626万円ほどなのですが これがその15年度の部分の未収納になると そして それにつきまして 16年度の、 。 、 、

方の部分としまして滞納繰越分になっていくと、そういうような形です。そして、普通徴収の滞納繰越金につきま

しては、今も言いましたように、12年度、13年度、14年度というような形の金額に対する未納額に対する収入です

ので、その中の一部分につきましては、介護保険法上は２年たちますと時効完成になりますので、その一部分は逐

次不納欠損で落ちていく、そのような形になってございます。

○秋山委員

それで、その不納欠損の方をお聞きしようと思ったのですが、そうしたら介護保険の場合は２年でこういう形を

とれるというふうな法律になっているということですか。

○（福祉）介護保険課長

介護保険の場合は２年の時効がありますので、月々で整理させていただいておりますので、月々２年前の部分が

１か月過ぎることによって、またその１か月が繰り上がって、それが月々滞納処分というような形になってござい

ます。

○秋山委員

それで、監査委員報告の審査意見書中の90ページに、不納欠損処分の状況というのが出ておりまして、前年度よ

り今年度が、13年度より14年度がすごい数で増えていっているという状況にあります。これは２年、要するに繰り

越されたものが収金にならないので、２年で落としていっている金額ということでよろしいでしょうか。

○（福祉）介護保険課長

そのような形になっておりまして 今年度の部分の不納欠損の469万円ほどにつきましては 12年の３月分の保険、 、

料と13年度の部分の保険料、合わせまして469万円ほどの不納欠損額になります。

○秋山委員

それで、この不納欠損に陥っている対象者というのは、この段階、１段階から５段階ありますけれども、その何

段階に当たる層が多いのでしょうか。

○（福祉）介護保険課長

不納欠損の部分なのですが、当初、賦課されている階層も、現時点では第２段階の方が50パーセント近くを占め

ているような状況なもので、その不納欠損の部分につきましても、第２段階の階層の方が多いような状況になって

ございます。

○秋山委員

小樽で出している「はつらつ長寿シルバー情報」の中に、小樽市の介護保険料というのが６ページから載ってお

ります。ここで保険料の決まり方という説明もありまして、保険料の納め方というところに、年金が１年に18万円

以上の方は特別徴収をするのだというふうに書いております。年金の定期払い、年６回に分けて振り込まれますけ

れども、どんな状況でも保険料はこの年金から引かれていっていると。その年金の中身として老齢福祉年金、遺族

年金、障害年金、これは年金からの差引き対象にはなりませんとなっておりますけれども、老齢福祉年金の場合は

引かれている、このように思います。年金が１年に18万円未満の方は切符で納めるのだというふうにここで説明さ

れております。

それで、この中身なのですけれども、老齢福祉年金の場合は最低限がここで書かれている18万円以上となるので

すか。最高上限額は40万8,300円、これでよろしいでしょうか。
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○（福祉）介護保険課長

老齢福祉年金というのは、昔というか、かなり以前の部分で、年金を自分で掛けていなかった方、そのような方

に対する年金というような金額ですので、ちょっと金額の方は今把握しておりませんけれども、恐らく40何万円ぐ

らいの金額の方かなと、このような形では現時点で考えてございます。

○秋山委員

そうしたら、この第１段階なのですけれども、対象者が生活保護の受給者と、老齢福祉年金の受給者で市民税非

課税世帯となっている。基準額に0.5を掛けるのだというふうになっておりまして、12年度は4,630円、13年度は１

万3,900円、14年度は１万8,540円、これを10回で払うようになっていると思いますので、14年度になると１回、1,

854円の支払になると。これは切符で払うという方々だと思うのです。

それで、第２段階は、世帯全員が市民税非課税世帯ということで、年額266万6,667円以下の方で、世帯に他に市

、 、 、民税を納めている方がいない場合というので また 0.75を掛けるのだというふうに決められておりますけれども

。 、この第２段階に今おっしゃったように不納欠損が多い この階級というか層の方はその年金額も層が厚いのですね

上から下まで。それを一律にこういう形で納めるというところに無理がかかってきているのではないかなというふ

うに感じるのですが、いかがなものなのでしょうか。

○（福祉）介護保険課長

今、委員がおっしゃいますように、介護保険制度の保険料が５段階になって、その段階の中で世帯の考え方を入

れた、そういうふうな形の中で、第２段階の部分が市民税非課税になっていると。そのような中では両者を合わせ

ますと 確かに年金の収入で500万円の方であっても 両方が第２段階になる方もいます ただ一方 奥さんの方は、 、 。 、

50万円やそれぐらいの収入で非課税なのですが、ご主人の方が300万円と。合わせて350万円しか収入がないのに、

その中でご主人の方がその350万円には課税になると そのような中で 収入の部分を見たら 下の方が保険料の部。 、 、

分では階層で上になると、そのような矛盾は確かに出ておりまして、そこら辺の部分は国の方でも知っておりまし

て、今、介護保険制度の見直し、介護保険部会の中でやっているのですが、そこら辺の部分も指摘事項になってお

りますし、やはり私どもの方も全国市長会を通しまして、この第１号被保険者の公平性を確保するために、そこら

辺の部分は何らかの方法がないだろうかと、そのような形の部分、投げかけはしております。

ただ、国の方でもやはりこういうふうな制度にしたというのは、市町村の保険者の事務の軽減というので、そこ

の負担の部分も考えてこういうような形にしておりますので、ちょっとそこら辺の部分はありますけれども、何か

しら一応そういうような形の動きというのですか、全国市長会を通しましても動いておりますし、国の方でもそこ

ら辺の部分は問題意識は持っているような状況でございます。

○秋山委員

それで、差しとめられた人数というのはどのくらいになっているのでしょうか。少し言葉が足りませんでした。

、 、保険料を納めないでいると 要するに給付の一部又は全部を差しとめられることなどがありますとなっていますが

このことによって介護保険料を払えないがために給付を受けられなくなった方というのはどのぐらいいるのでしょ

うか。

○（福祉）介護保険課長

実際の中では、現時点の中ではそういうふうな差止めなり、まだ給付制限をかけた方はいません。ただ、結果的

にサービスを利用するだとか、介護認定を申請した時点で、給付制限とかがかかるような形になります。したがい

、 、 、 、 、まして 例えば今サービスを使っていないし 申請もしていないと そのような方が 例えば未納があっただとか

そういうふうな状態が出てきた段階で、そこら辺の部分の処分の対象になる可能性はあります。ただ、現時点の中

では、私どもも申請の時点にかかりそうな方につきましては、個別で納めてくださいと、そういうような形の話し

はさせていただいて、現時点の中ではそのような対応で処理できておりますので、いろいろ給付制限があるのです



- 15 -

平成16年10月6日 決算特別委員会会議録（４）

が、現時点でその給付制限は一切かかっている方はいません。

○委員長

公明党の質疑を終結し、民主党・市民連合に移します。

○佐々木（勝）委員

昨日に引き続きということで、今回、決算特別委員会ですから、計数の関係で精査し、いろいろな観点から、数

字上のやりとりは今回私は予定しておりません。

◎各部の事業評価について

それで、以前からテーマとしている事務事業のいわゆる評価といいますか、そういう観点に立って質問させてい

ただいております。すぐれて質の高い事業評価ということが地に着けばなというふうな思いから質問させていただ

いております。行政用語ではいわゆる事務事業の見直し、それから改革という言葉が一般的な常識として出ていま

すけれども、やはり、中身の事業そのものをじゅうぶん吟味したり分析をして、そのもの自体に対して、事業に対

して目的そのものも含めて分析するということをしておかないと、次のステップにつながっていくのにはどうかな

と。そういう意味で事務事業の見直しではなくて評価、こういう観点で質問させていただきます。

総括的なことについてはやりましたけれども、昨日は、特に同じような資料を基にしないと見えないということ

で、各会計決算説明書というのがあって、この説明書の６ページのところに15年度の主な事業ということについて

羅列をしております。これの細かい数字は、決算説明書を見れば明らかになる。私が聞きたいのは、ここに盛られ

ている項目を所管別に分けていきますと、今日は関係する所管は保健所、市民部、福祉部、それから建設部がここ

に来ているというふうに思いますので、その所管別に当てた内容について確認しておきたいと思います。

まず一つは、福祉部は２項目ありました、上から二つ目。三つ目が公的認証サービスの実施が市民部、それから

その次の中高齢者総合健康増進プログラム事業が保健所 それから下におりていきまして うるおい・生活・快適。 、「

プラン」の中では勝納住宅２号棟の整備、若年者定住促進事業の関係が建設部、そして一番最後の欄の「にぎわい

・都市・形成プラン の中の２項目 中央通地区土地区画整理事業の完了 そして国道５号小樽駅前 山側 ・臨港」 、 、 （ ）

線電線共同溝の整備、この８本になります。ここにかかわってやりとりさせていただきたいと思います。

15年度の決算審査が今行われているわけですけれども、ここに盛られた事業については新規事業ということ、継

続になっている事業、いろいろありますね。それで、私の方で聞きたいのは、既にこの事業は終わっているわけで

すから、この事業について分析して、評価されているかどうかということを聞こうと思っていたのです。以前から

他都市でも行われていますけれども、事務事業の見直しに関係する評価表というものをつくって、それを共通のも

のにしてやっているというところもありますけれども、小樽の場合はそこまでいっていないという事務事業の見直

しで改革ということですから。それぞれの事業について、目的とその内容、立ち上げたねらい、それから事業をや

った結果、成果なりが出てくるのだと思うのです。その目的・成果に基づいて、この事業はどうだったのかという

ことを評価すると、こういうことをお聞きしようと思っているのです。しかし、共通認識に立っていない部分があ

りますから、その部分ではその目的、内容、それから成果、そして評価という観点で、その受止めはそれぞれある

のだと思いますけれども、その三つの観点でお話していただきたいというふうに思います。

今回は私の方で話をするというよりも、今の言った観点で各部が要領よく答えていただいて、イメージがわくよ

うにしていこうと思っておりますので、各部の皆さんにこの事業の評価についての部分を語ってもらう時間の方が

長いというふうに思いますので、ぜひ無駄なく、そういうことでお願いしたいと思います。

◎第41回北海道障害者スポーツ大会の開催について

福祉部 「ふれあい 福祉・安心プラン」の市民福祉の第41回北海道障害者スポーツ大会の開催について。、
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○（福祉）地域福祉課長

福祉部の主な事業のうちの今おっしゃられました北海道障害者スポーツ大会の開催ということで記述されており

ます。この北海道障害者スポーツ大会につきましては、障害者の社会参加、あるいは障害者間の交流、あるいは障

害者に対する一般市民の側の理解を深めると、そういったことを目的としまして開催されたものでございます。昨

年の７月12日、13日の２日間にわたりまして、小樽を中心に開催されました。これは北海道の支庁単位で持ち回り

している大会でございまして、小樽を中心に後志10市町村で開催されました。

具体的には、12日には小樽市の総合体育館において全体の交流会がなされまして、13日には今言いました10市町

。 、 、 、 、村で20競技が行われました 小樽会場を中心にしまして選手約1,400名 それから役員 ボランティア 家族の方

介護者などを合わせますと約3,000名ぐらいの参加をいただきまして、成功裡のうちに終了いたしました。

事業費は2,700万円がかかりまして、そのうち決算書にございます小樽市負担金は870万円ということで、予算・

決算が決まりましたけれども、冒頭に申し上げましたように目的・成果ということでございますけれども、述べま

したように障害者の方が楽しみにしているイベントでございまして、スポーツ大会では北海道では一番大きな大会

でございました。そういったことで準備を進めてまいりまして、交流なりの障害に対する理解といったものは一定

程度深まったということで考えております。

○佐々木（勝）委員

◎特別保育等事業の拡大について

では、続いて、特別保育等事業の拡大について。

○（福祉）子育て支援課長

特別保育等事業の拡大でございますが、現在、小樽市で実施しております特別保育事業は産休明け保育、障害児

保育、延長保育、一時保育、保育所地域活動事業、子育て支援センター事業の六つの事業を行っております。この

うち15年度に拡大した事業につきましては、産休明け保育を１保育所拡大しております。また、障害児保育につき

、 、 。 、 、ましては 15年度の中で 新たに３名の子どもが二つの保育所に入所しております それから 延長保育の関係も

15年度から新たに１保育所、実施保育所を増やしております。それから、地域活動事業につきましては、１保育所

で新たに地域活動事業を開始しているという、そういった状況でございます。

どの事業も、それぞれ利用者の方々のニーズや子育て支援事業の拡大の観点から取り組んだものであり、とりわ

け現在の子育て支援あるいは少子化対策という観点から見ますと、効果のあった事業だろうというふうに認識して

おります。

○佐々木（勝）委員

だんだん進めていけば、要領よく答えてもらえるというふうになってくるかと思います。言いたいことはたくさ

んあると思いますけれども、今言った目的、それから成果、評価ということでお願いします。

◎公的個人認証サービスについて

それでは次に、市民部の方に行きます。公的認証サービスについて。

○（市民）戸籍住民課長

公的個人認証サービスというのが正確な名称ですけれども、公的個人認証サービスについて説明いたします。

目的・内容でありますけれども、この事業は平成16年１月29日に開始された、始まってまだ間もない事業であり

ます。これはインターネットを通じまして、各種の申請等の行政手続を行う際に、インターネット上で本人確認を

可能とするための電子証明書というものを発行するサービスであります それで １件500円の手数料をいただきま。 、

して、一度発行いたしますと３年間有効ということになってございます。

それで、この電子証明書の格納する媒体でありますけれども、総務省省令によってその基準を満たしたＩＣカー

ドということになっておりまして、今のところ、このＩＣカードに該当するのは住基カードのみということになっ
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てございます。

このサービスの成果についてでありますけれども、サービス開始の１月29日から９月末現在までの電子証明書の

発行数は32件となってございます。

評価でございますけれども、この電子証明書を使って可能となる行政手続がまだそれほど多くないということも

ございますし、そういう意味では主に申請を受ける側の環境、そういったものが整っていないということもありま

して、それからもう一つ、格納媒体であります住基カードそのものの普及がまだまだという状況もございまして、

そういったことを含めて考えますと、成果というものはまだそう上がっているとは言えないというふうには思って

おります。そういう意味では、今後の展開に期待するものだというふうに考えてございます。

○佐々木（勝）委員

やめていく方向ではなくて、目的の妥当性はどうですか。

○（市民）戸籍住民課長

これは家庭からわざわざ役所・省庁等に足を運ばなくても、その場でインターネットを通じて申請ができるとい

うことでありますので、そういった意味では、国民の利便性が飛躍的に増す可能性があるという内容のものだと思

いますので、そういうことに向かっての国の一つの方針に市ものっとってやっていることでありますので、それな

りの妥当性はあるものだというふうに考えてございます。

○佐々木（勝）委員

それなりのということで、今の段階ではいいです。

◎中高齢者総合健康増進プログラムについて

それでは、次のところへ行きます。保健所に関係する中高齢者総合健康増進プログラム事業。

○（保健所）健康増進課長

中高齢者総合健康増進プログラム事業の取組についてでございますが、おたる健康総合大学として実施している

ということでございます。

その目的でございますが、市内の中高齢者ができるだけ元気な生活を送り、余暇の時間や技術等で社会に参加し

ていけるように、中高齢者の健康支援を目的として開学をしております。

その内容でございますが、おおむね50歳以上の方を対象といたしまして、心と体の健康づくりのためにストック

ウオーキングや水中ウオーキングなどの身体的プログラムと、それから陶工芸、絵手紙などの文化的プログラムの

二つで構成しております。

その成果と評価でございますが、入学された方は166名で、修了された方は158名ということになっております。

また、参加された方に対しまして、入学時と修了時に体力測定を実施しておりますが、その中で握力だとか敏しょ

う性などについて向上が見られております。また、精神的にはうつ傾向の可能性のある方につきまして、精神的な

健康度の改善が見られたということになっております。また、アンケートも実施しておりますけれども、その中で

楽しかったとか、体調がよくなっただとか、そういった回答が寄せられておりまして、心と体の健康づくりには一

定の効果があったものと考えております。ただ、15年度、昨年度スタートしたばかりなものですから、その成果に

ついてはまだ時間を要するものではないかと考えております。

○佐々木（勝）委員

まとめられたものを用意していたというのは、それはそれとして認めますけれども、私が言っているのは、評価

というのはその取り組んだ事業そのものの目的を含めてどうだったのかということを聞きたいのです。成果が上が

った、上がらないという、その部分はそれなりにあると思っていますけれども、その構えたいわゆる事業そのもの

。 、 、がどうだったかということ ふじゅうぶんだけれどもまだ続けていきたいとか こういう部分があるわけですから

そこのところの部分の事業分析をじゅうぶんにしておきたいなというふうに思っているものですから。
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◎勝納住宅２号棟の整備について

それから次、建設部の方に行きます。建設部は２本と下の方に合計４本ありますけれども、まず勝納住宅の関係

からお聞きしたいと思います。

○（建設）建築住宅課長

勝納住宅２号棟の整備についてですが、勝納住宅２号棟の目的は平成10年３月に策定された小樽市公共賃貸住宅

再生マスタープランの中で位置づけられた新規建設市営住宅として整理するもので、市営住宅の将来計画において

建替えや用途廃止をされた住宅入居者の移転誘導を図るという性格を持たせております。

勝納住宅２号棟整備の内容としましては、鉄筋コンクリート造５階建て、入戸数は35戸で、１ＬＤＫ15戸、２Ｌ

ＤＫ10戸、３ＬＤＫ８戸、車いす対応の２ＬＤＫが２戸となっております。

成果ですが、勝納住宅２号棟は今年の６月末に完成しまして、７月には入居が開始されております。勝納住宅に

つきましては国道５号に接し、近くに各公共施設、ＪＲ小樽築港駅、ウイングベイ小樽などがあり、買物やアミュ

ーズメント施設の利用、鉄道・バスの公共交通機関の利便性が高い地区に良質な市営住宅のストックを形成できた

と考えております。

評価ですが、勝納住宅２号棟の35戸のうち11戸を一般公募しましたが、応募倍率としましては平均約50倍となっ

ておりまして、この人気の高さが評価につながるのではないかと考えております。

○佐々木（勝）委員

評価ですから、そういう評価をしていると、こういうことですね。

◎若年者定住促進事業の展開について

それから次に、この若年者定住促進事業の展開のところは、事業の部分は新たに建設部になった事業ということ

で押さえていいのでしょうか。

○（市民）建築住宅課長

この若年者定住促進事業につきましては、平成14年度から実施している事業でございます。

○佐々木（勝）委員

そうすると、ここの括弧書きもこうなっていますけれども、含めて建設部の方で答えられますか。

○（建設）建築住宅課長

若年者定住促進事業は２本ございますが、若年者向け共同住宅建設費等補助制度と若年者定住促進家賃補助制度

がございます。これはいずれもその目的は、若年者の定住促進及び人口増加、さらには中心市街地の活性化を図る

ことにございます。

内容としましては、若年者向け共同住宅建設費等補助制度は市内中心部の商業地域に建設される一定の要件を満

たした共同住宅建設に対して１戸当たり100万円、１事業主当たり1,000万円を限度として補助するものです。

一方、若年者定住促進家賃補助制度につきましては、一定の要件を満たす新婚世帯に対して月額２万円、期間36

か月を限度に家賃補助を行うものでございます。

成果ですが、平成15年度の実績で申し上げますと、若年者向け共同住宅建設費等補助制度は１棟６戸、若年者定

住促進家賃補助制度は25世帯でございました。

評価としましては、いずれの制度も平成15年度には実績を上げておりまして、特に若年者定住促進家賃補助制度

では、市外から15世帯37人の転入があって、一定の効果があったと考えております。

○佐々木（勝）委員

それでは、次に行きます。

◎中央通地区土地区画整理事業の完了について

それから、下の欄の２項目ありますけれども、中央通地区土地区画整理事業の完了について。
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○（建設）まちづくり推進課長

中央通地区土地区画整理事業の完了についてでございますが、まず事業の目的についてでございますが、本事業

は、中央通が都心部としての利便性や、小樽の表玄関であるＪＲ小樽駅から商業業務の中心地区を通り抜け、運河

に至る中心的な都心部であるなど地域の特性を生かし、既存商店街のにぎわい、夜間定住人口の復活、沿道街区の

高度な土地利用の促進、さらには小樽市民や観光客等の来街者の回遊性を高めるため、街路と沿道施設が一体とな

った再整備を行うことにより、中心市街地の活性化を図ることを目的として事業に着手したものでございます

事業の内容についてでございますが、この事業は、平成６年度から、中央通の未整備区間であった静屋線から本

通線までの390メートルの区間につきまして 幅員18メートルから36メートルに拡幅するものであり ８メートルと、 、

広幅員歩道の設置、電線類の地中化、植樹帯の設置、歩道植樹ますの一部にベンチの設置をするなど、また冬期間

の利便性を考えロードヒーティングを行うなど、潤いのあるまち並みを目指して整備し、本年３月に完成したもの

でございます。

事業の成果についてでございますが、安全で快適な道路空間の確保と電線類の地中化や道路整備と沿道建築物の

更新を一体的に進めたことにより、中心市街地の活性化と小樽の顔にふさわしい都市景観の創出が図られ、快適で

にぎわいのある空間が形成されたものと考えてございます。

評価についてでございますが、完成したばかりということで、これからいろいろな評価がされるというふうに考

えてございますが、電線類の地中化により景観がよくなったこと、歩道が広く歩きやすくなったこと、沿道建物の

多くが更新され、土地利用の高度化が図られたことなどにより、歩行者交通量の増加が見込まれ、商店の売上げや

来客数の増加が期待されるなど、市街地や商店街の活性化へ寄与することが今後期待されるというふうに考えてご

ざいます。

○佐々木（勝）委員

◎電線共同溝整備について

最後のところ、国道５号小樽駅前（山側 ・臨港線電線共同溝の整備についてはどうですか。）

○（建設）建設課長

国道５号小樽駅前、これは山側ですけれども、臨港線の電線共同溝の整備ということで、普通、電線類地中化と

。 、 、 、 、 、呼ばれております それで 目的ですが 安全で快適な通行区間の確保 それと都市景観の向上 都市災害の防止

情報通信ネットワークの信頼性の向上、こういうものを目的としてこういう工事を行っております。

それで、国道５号なのですけれども、平成14年度、15年度で工事を行っております。平成14年度は中央市場から

ＮＴＴビルの横 この小路までで約400メートル それで平成15年度はその反対側の小樽駅前側 これの工事を行っ、 、 、

ております。

、 、 。 、それと 臨港線の地中化の工事でありますが 平成14年度から平成16年度までの工事の予定であります それで

市道竜宮通線よりスハラ食品横の市道仲一小路第２線まで、約800メートルが工事区間であります。それで、平成1

5年度には小樽工芸舎より政寿司までの約400メートルの工事を行っております。

それで、成果でございますけれども、国道及び臨港線、これとともに歩道部のバリアフリーの工事を兼ねており

まして、無電柱化を図ることによりまして、歩行者の快適な通行が保たれるとともに都市景観の向上につながった

と、そういうことが成果として上がっております。

それと、評価でございますけれども、市民及び観光客にとって歩道の通行の安心度及び無電柱化による景観の向

上などはかり知れない有効性があると、このように考えております。

○佐々木（勝）委員

共通認識するために、評価といえばどういうふうに押さえているかというのを聞かせてもらいました。これから

もまた意見交換は、今日はしませんけれども、これで全部で、関係する所管のところの部分について、８項目につ
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いては終わっておきます。

◎そのほかの重点事業評価について

昨日やろうと思ってできなかった部分が、今日は、時間がまだ少しありますから、それでは各自、これ事業部で

押さえた方がいいと思いますけれども、この15年度分についてはここの分析を報告してもらいました。

そこで、今日出席している所管の各事業部の15年度に行った事業はたくさんありますよね。それぞれの部に相当

数がありますから、その中で私の方で、今ここに挙げた１位以外の中で、各部で重点事業という形で押さえて、ベ

スト３を挙げていただいて、その内容につい先ほどやりとりした目的・成果、それから評価という点について語っ

てもらおうというふうに思っているのですけれども、時間的な部分がありますけれども、多少それを含めれば、ベ

スト３と言いましたけれども、その中でベスト１といいますか、三つ挙げた中でこれだけはというものを一つ取り

上げて、事務事業の評価をどう認識しているのかということで、どうしても挙げられないというなら二つ出しても

けっこうだと思いますけれども。選択した理由がいろいろあると思います。事業の規模が大きいとか、それが重点

だとかけるところもあるだろうし、各部の中でその重点のかけ方、認識の仕方、少ないけれどもこれは大事だとい

うところで、分けきれなかったら多少なりとも重なっていいと思いますけれども、答え方はひとつ要領よく答えて

いただければ、これで決まるというわけではないですから。これを文字面にして残すということが大事だなという

、 、 。 、ふうに思っているものですから その辺のところは 今日の部分については口頭でお願いします そういうことで

評価するということはいい方に評価するわけですけれども、悪い評価だって、いい悪いではないのです。やはりい

ろいろな評価の仕方があると思いますので、その辺のところを。

、 、 、 。それでは 先ほど話の中でトップで出ました 福祉部からいっていましたけれども 順番からすれば福祉部から

○（福祉）高齢・福祉医療課長

福祉部として一番かどうかというのはいろいろあるかとは思うのですけれども、とりあえず私の方から、私の担

当の部分を答えさせていただきます。

平成14年10月に老人保健法が改正されまして、それに伴って老人医療費の自己負担というのが増えたものですか

ら、それに伴って平成15年10月から老人医療の高額医療費の還付手続の簡素化を行いました。

目的といたしましては、老人医療費の高額医療費の還付手続というのが、非常に高齢者にとって不便というか、

大変な部分なものですから、そういったことを踏まえまして高齢者の利便性を考慮して、なおかつ手続の簡素化を

図ったと。そういったことで、従来はその都度申請をしなければならないという、こういった制度はお金をもらう

には、常に請求というか申請をしなければならないのですけれども、この制度に関しては当初１回の申請のみで、

それ以降高額医療費が発生する都度、本人の口座へ自動振り込みされるというしくみにいたしました。

その成果といたしましては、高額医療費の支給実績的には、該当金額あるいは該当件数からいうと９割以上の方

が受けられるようになったという成果がございます。

それから、評価といたしましては、対象者へのそういった告知手続等を簡素化することによりまして、今申し上

げました成果のように、大部分の高齢者が高額医療費の支給を受けることができたということで、この辺について

は非常に高齢者に喜ばれている事業ではないかと考えております。

○佐々木（勝）委員

福祉部は１本でいいですね。ちょっと私もやらせてくださいというのがありましたら。いいですか。

それから、次、市民部。

○（市民）生活安全課長

市民部からは、私どもが行っています消費生活相談業務ということで、これは小樽消費者協会に委託している事

業でございますけれども、この事業を重点事業として取り上げました。

選択の観点ですけれども、これは年々相談件数が増加しているということで、この重点事業といういうことで取
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り上げました。

それから、事業の目的・内容でございますけれども、市民が安心できる消費生活の確保と悪質商法からの救済を

図るため、分庁舎に専門の相談員を配置して、消費者からの相談に当たっているところでございます。

成果といたしましては 平成15年度の相談件数が2,470件で ちなみに平成14年度は1,513件 平成13年度は968件、 、 、

でございました。

、 、 、この評価でございますけれども 特に平成15年度から 携帯電話あるいは郵便による架空請求が増えたことから

相談件数も大幅に今増加しております。これらに対応するため、安全で安心できる消費生活の確保に成果を上げて

いるのではないのかなというふうには考えてございます。

課題としましては、増加する相談件数に対応するための相談員の育成といったことが必要になってくるというふ

うに考えてございます。

○佐々木（勝）委員

いいですか、市民部。それでは、次は環境部。

○（環境）間渕主幹

小樽市廃棄物減量等推進審議会の設置についての報告でございます。これは目的といたしましては、昨年８月、

本市としましてごみ減量化推進方針を策定いたしまして、家庭ごみの減量化・有料化を目的といたしまして、11月

５日に、小樽市廃棄物減量等推進審議会を立ち上げたところでございます。

その内容といたしましては、昨年の11月５日の第１回審議会におきまして、家庭ごみの減量化施策とその方策と

しての有料化について諮問したところ、９回にわたるご熱心な審議を経まして、本年３月12日に審議会から答申を

いただいたところでございます。この方針にありました家庭ごみの有料化はごみ減量化の有効な方策の一つである

という、そういう報告に基づきまして、私どもは基本的な市としての考え方をまとめまして、また、市民との懇談

会を通じまして実施計画を策定し、さきの第３回定例会で家庭ごみ有料化に関する条例の改正案を提案し、議決を

いただいたところでございます。目下、明年４月１日からの減量化・有料化へ向けまして準備中でございます。

これにつきましての成果及び評価といたしましては、一つには条例が議決いただけたことと、評価といたしまし

ては、家庭ごみの減量化・有料化施策により、今後大きくごみ減量化は進むものと思われ、また、循環型社会に向

けて大きく貢献できる、そういう一つの市の在り方につながるものと、このように評価してございます。

○佐々木（勝）委員

建設部の方では、先ほど４本ありましたけれども、１本に絞ったのですね。

○（建設）建設課長

建設部の方からは街路事業を挙げさせていただきます。今、春香地区、銭函１丁目地区に街路３本の工事を行っ

ておりまして、和宇尻中央通、礼文塚通、銭函新通と、今３本を行っております。

それで、選択の観点でございますけれども、小樽市総合計画におきまして、生活環境面や利便性の向上を目指し

たまちづくり推進計画の一環として位置づけられた事業でございます。

それで、目的と内容でございますけれども、小樽市東部地区の生活環境の基盤整備を目的として、平成６年度か

ら和宇尻中央通及び銭函新通、それと平成９年度から礼文塚通にそれぞれ着手してきました。それで、平成14年度

には 和宇尻中央通が 今 事業認可をもらっている延長780メートルが完成しております それで 現在15年度の、 、 、 。 、

事業としまして 礼文塚通があと250メートル残っておりまして ついこの間の９月に完成いたしまして 今 通行、 、 、 、

可になっております それと 銭函新通という道路がございまして これが昨年度100メートル工事を行っておりま。 、 、

す。それで、関連でございますけれども、地区の排水の整備ということで雨水きょ事業を行っておりまして、これ

も現在進められております。

それで、成果としまして、街路事業の実施によりまして地域の幹線道路網が整備され、また、円滑な交通が確保
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されるとともに、雨水きょの整備によりまして、地域の生活環境の向上が図られると考えております。

それと、評価としまして、道路環境が充実するとともに、地域の利便性及び環境の整備が図られているところで

ございます。

○佐々木（勝）委員

それでは、保健所の方に。

○（保健所）保健総務課長

保健所の方からは感染症予防対策、昨年ＳＡＲＳあるいは鳥インフルエンザ等で重点的に取り組んできた部分が

ございます。決算額、15年度の支出金額で、保健所費のうちで唯一増額になっている部分でございます。目的、内

容、成果、評価につきましては、所長の方から答弁します。

○保健所長

保健所自体、昭和20年、相当昔のころでは感染症というものが非常に主要な業務だったのですけれども、時代の

進歩とともに、その感染症というものが非常に減ってくるに従って、予算また業務が縮小されてきました。それは

。 、 、 、日本全国そうです それで 段階的に感染症に関しても予防対策費が非常に少なかったのですけれども 去年３月

東南アジアでＳＡＲＳが出てきたと これは 私は相当早期からかなり危険だと 100年ぐらいの大変な事態になる。 、 、

のではないかということで、これは増額してもらったというよりも、どうしてもこの予防ためにいろいろなマスク

とか、そういったものが必要だということを助役に話して、ある程度至急にそろえました。けっきょく小樽市とし

ては、４月下旬にはだいたい全部がもうそろったはずです。全国的に見るとそれからみんな動き出して、いろいろ

な各都道府県、かなりそういったものが不足したはずです。

そういった意味で評価ということに関しましては、物がそろったということが言えるのですけれども、では実際

に発生したときに、それが事業として評価されるものになるかどうかという、これは所内で意見が非常に分かれる

ところなのですけれども、結果的に起こらないということが非常に重要であって、万が一起きたときにはどういう

ふうに対策を立てるか、それが対策費に相当するようなものです。ですから、この事業が評価できるかどうかと言

われたとき、非常に難しいのですけれども、ただそういう体制をつくったときには、今年度さらに今年の冬、鳥イ

ンフルエンザが今非常に懸念されています。これが実際出たとしたら、致死率が相当高いですから、そういうとこ

ろに道筋をつけていける一つの形になったのではないかと考えています。ですから、評価に関しては今後を見てほ

しいという、それしかないです。

○佐々木（勝）委員

、 、 、 、 、 。分析する 検証する 精査する そういうことで 筋が見えてきているということで ありがとうございました

それでは、次は水道局の方へ。

○（水道）工務課長

水道局としましては、安定した水供給を図るために継続的な事業の展開を行っていますが、規模の大きさという

ことで、天神浄水場の改良事業を挙げさせていただきます。

天神浄水場は、第５次拡張工事の一環としまして、昭和42年から昭和45年にかけて整備されました市内で一番高

台にある浄水場で、市内全体給水量の約３割を受け持つ主要施設の一つですが、供用開始から長期間を経過しまし

て、老朽化による故障が多発するようになったため、平成５年から事業費約29億円をかけまして施設の更新、改良

の取組を平成15年に完了しております。

また、電気計装設備について更新時期に来ておりました松ケ枝配水センターの機能をこの天神浄水場に統合する

ことによりまして、より効率的な維持管理を行うことができたと考えております。

それと、自家発電設備の設置や浄水池の増設など、危機管理を考慮し、災害に強い施設づくりを行い、今まで以

上に安全で安定した水供給を図ることができるようになったものと考えております。
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○佐々木（勝）委員

最後になります。病院の方でよろしいでしょうか。

○（樽病）総務課長

市立病院の重点事業についてということでありますけれども、私の方からは１点だけ申し述べたいと思います。

まず、事業を選択した旨のその観点についてでありますけれども、21世紀プランに基づく施策の大綱「ふれあい

・福祉・安心プラン」の中に、地域医療体制の充実ということで、市立病院の機能の充実が掲げられております。

具体的には医療機器の整備ということでありますけれども、これにつきましては樽病、二病ともに後志医療圏の基

幹病院といたしまして、市内医療機関の中心的な役割を担うため、市民が安心して医療が受けられるよう、医療機

器の更新整備を行うなど、高度医療の充実を目的としているところであります。

、 、 、成果についてでありますけれども 平成15年度の実績の主なもので申し上げますと 樽病では眼科用手術顕微鏡

超音波診断装置、人工呼吸器、新生児聴力検査装置ほか放射線治療機器、二病におきましては自動血球計数器など

を導入いたしまして、総額で約１億344万円ほど支出をしてございます。

評価についてでありますけれども、課題というふうに申し上げた方がよろしいかとは思うのですが、近年高性能

な医療機器の開発がとみに進んでおります。このためたいへん高価なものとなっておりまして、予算の都合上すべ

て要望どおりに措置できないというのが悩みの種であります。導入に当たりましては、緊急度、使用頻度、導入効

果、また、病院移転時の際には移設可能であるというようなことを参考に、優先順位をつけて整備してまいりたい

と考えております。

○佐々木（勝）委員

ありがとうございました。ベスト１という自信作で、非常に明快な回答が返ってまいりました。以上で終わりま

す。

○委員長

それでは、民主党・市民連合の質疑を終結し、共産党に移します。

○菊地委員

私からは福祉除雪サービス、それから独居高齢者給食サービス事業、そしてこどもの国の３点について、何点か

お聞きしたいと思います。

◎福祉除雪サービス事業について

初めに、福祉除雪サービス事業なのですが、登録数それから実施世帯数、13年度、14年度、15年度についてそれ

ぞれお知らせください。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

福祉除雪サービスの関係でございますけれども まず13年度の登録世帯でございますけれども486世帯 そのうち、 、

の実施世帯数が95世帯、それから平成14年度登録世帯381世帯、実施世帯が233世帯、それから平成15年度は登録世

帯が435世帯で、実施世帯が332世帯という状況になっております。

○菊地委員

登録の手続というのはどのようなしくみでされているのか、お知らせいただけますか。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

手続につきましては、地域にそれぞれ民生委員の方がいますので、民生委員の方にお願いをしまして、各対象と

なる高齢者の方に申請の手続をするように訪問等をしていただいて、申請手続をしていただいているという状況で

ございます。
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○菊地委員

民生委員の方の苦労がしのばれますけれども 平成13年度と比較しますと 平成14年度の登録数が100世帯以上も、 、

減っているのですが、この辺についてはどういった理由からそうなっているのかについて把握していますでしょう

か。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

平成13年度と比較しまして 平成14年度の登録世帯数が100世帯ほど減っておりますけれども これにつきまして、 、

はおおむね13年度が降雪量の部分で、あるいは降り方が例年よりも非常に少なかったという部分の中で、実際に13

年度実施した回数が少なかったということもございまして、平成14年度については非常に希望される方が少なかっ

たのではないかと、そういうようなことで考えてございます。

○菊地委員

そうすると、平成15年度につきましては登録世帯も増えていますし、実施回数も増えているということで、実際

サービスを受けると、その翌年も、ああよかった、今年も登録しておこうかなということで、現実にというか、そ

ういうことで高齢者の方が除雪サービスの恩義を素直に受け取るというふうな、それがこういう数になってきてい

るというふうに受け止めていいということでしょうか。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

、 、 、 。実際には先ほど言いましたように 13年度 14年度と比較して こういった状況の中で登録世帯数が減っていた

一方、14年度と15年度を比較すると登録世帯が増えたという部分の中では、13年度と比較して14年度がやはり実施

回数が多いということから、雪の量とか降り方、あるいは利用したいという方が、14年度の実施状況というか、降

雪量等々の関係で希望者が増えてきたのではないかと、そういったことで考えてございます。

○菊地委員

何回も繰り返されてきた話かもしれませんけれども、改めてお聞きしたいのですが、除雪の範囲は今どの程度の

ところでやられているのかお聞きしたいと思います。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

除雪の範囲としましては、基本的には玄関先から公道までの間口約１メートルぐらい、要するに人が歩ける通路

の確保。それから、あと屋根とかの雪につきましては、落雪等危険であるという状況の中では、そういった部分で

の屋根あるいは窓の除雪というのですか、そういった対応もしております。

○菊地委員

実施回数と事業費のことについてお聞きしたいのですが、平成14年度では実施回数が383回で、事業費が636万円

かかっているのです。15年度は実施回数が409回と増えているのですが、事業費が447万円と減っているのですが、

この関係はどうしてこういうふうになっているのか教えてください。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

14年度につきましては、どちらかというと、この福祉除雪自体が基本的にはボランティアの方を活用しながら、

、 、 。緊急性とか どうしても至急しなければならないという状況の中では 業者を使っているということでございます

14年度につきましては、どちらかというとボランティアも当然活用していますけれども、事業者の依頼というか、

委託もかなりあったということでございます。

ただ、15年度につきましては、以前にもちょっと話したかと思うのですけれども、例えば市の各クラブにボラン

ティアをお願いしたというような状況がございまして、15年度につきましては、総体的にかなりボランティアの方

の活用ができたという状況の中では、非常に実施回数のわりには事業費が少なかったと、そういった状況でござい

ます。
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○菊地委員

このボランティアの方はたいへん苦労なさっているのだというのはよくわかりました。この事業を請け負う業者

はどういうところに発注しているのでしたか。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

事業者につきましては、基本的にこの事業が社会福祉協議会の方に委託してございまして、ここから民間の３事

業者の方に依頼をしているという状況でございます。

○菊地委員

◎独居高齢者給食サービス事業について

それでは次に、給食サービスの方に移りたいのですけれども、この給食サービス事業もたいへん苦労して町内会

にお願いしていて、昨年に比べて一つ町内会が増えたようなのですけれども、その働きかけのご苦労の経過につい

てお聞かせいただければと思います。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

今回増えたところが忍路町会でございまして、ここにつきましては、以前に町会の集まり等でこの給食サービス

という制度を説明いたしまして、そのときに、各町内会単位でこういった事業をやっておりますのでどうかという

ような説明会等を含めて話をしてございました。ただ、その説明をした時点ではなかなか難しいという状況だった

のですけれども、次年度にぜひやってみたいという有志の方がけっこういまして、その中で15年度何とか実施にこ

ぎつけたというような状況になってございます。

○菊地委員

今、有志の方が何人かということだったのですけれども、引き続きこの実施町内会を増やしていくという働きか

けはなさるとは思うのですが、具体的にはどういったところがネックになっているのかということについて、改め

てお聞きしたいと思います。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

ネックということですか。

○菊地委員

町内会が広がっていかない理由。

○（福祉）高齢・福祉医療課長

実施をしていない町内会も多うございまして、その状況としては、やはり町内会のキーとなる方がいないと、こ

の給食サービスというのにはなかなか結びついていかないという中では、かなり地域におけるボランティアがある

程度確保されなければならないという状況になってございます。そういった中では、非常にその地域の中で、例え

ばどうしても町内会中心になってしまうのですけれども、そういった給食サービスのボランティアをやる方が、例

えば１人だけではなかなかできないという状況がございますので、そういった部分ではなかなかそのボランティア

を獲得するというのですか、そういった部分は非常に難しいというか、それがたいへん各町内会ですぐ対応してい

くというのは難しいという状況になってございます。

○菊地委員

除雪のこともそうなのですけれども、給食サービスの事業も、本当にささやかだけれどもボランティアに支えら

れて、市民の立場に立ったら少しずつ拡大されているというところを、私は逆に大いに評価したいなというふうに

思っているものですから、先ほど皆さんが第１に挙げられた事業とともどもボランティア、それから市民の方々の

ボランティア、それから職員のボランティア、そして市民にとってはそれが喜びにつながっているというような事

業をさらに努力して広げていっていただきたいなということを、特に除雪については、また冬が来て、お年寄りに

とっては不安な日々を迎えていると思いますので、事業の拡大とか、それから除雪の範囲とかも含めて、ぜひこれ
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からも検討いただきたいなと思うのですが、いかがでしょうか。

○福祉部長

市民との協働事業といいましょうか、いろいろな分野でボランティア活動、たいへんご協力をいただいておりま

すし、私どもも、これは今後も特に大事なことだなというふうに思っています。そういう意味で、今年、ボランテ

ィアルームといいましょうか、ボランティアの方々が利用できるような、そういう部屋も福祉センターに確保させ

ていただきました。そういう中でいろいろなボランティア団体が横の連携なり、そういうものをとりながら、こう

いう活動を広げていただきたいと思いますし、それに対する支援も、市としてもやっていかないとならないという

、 、 、 、ふうに考えてございますので そういう中で またできるところから いろいろなボランティアに協力をお願いし

また、事業拡大できるものはしていきたいというふうに考えております。

○菊地委員

ぜひお願いいたします。

◎こどもの国について

次、こどもの国についてお聞きしたいのですけれども、13年度、14年度、15年度の入場者の推移をちょっと調べ

てみました。どれも６万人前後で、若干ですが、年ごとに増えているのです。こどもの国の人気もなかなかなもの

だなと思っているのですが、小動物の数が13年度に比べると３分の１ほど少なくなっているのですが、そのことに

ついて説明いただけますか。

○（建設）庶務課長

小動物の数でございますけれども、15年度は種類が14種類で、数が96匹という形になってございまして、13年度

はお話のとおり 16種の128匹という形になってございます 13年度 14年度 15年度という形でいきますと 14年、 。 、 、 、

度は16種の126匹と 13年度とさほど変わってございませんが 14年度 15年度から約30匹ほど また２種類ほどの、 、 、 、

種類がなくなっています。これは飼育の方にも確認してありますけれども、主に自然死というのでしょうか、施設

同様、小動物もかなり老朽化して、高齢化というのでしょうか、そういった形で老衰による自然死という形で報告

を受けてございます。

○菊地委員

こどもの国の高齢化というのは寂しいような気もするのですが、一つには小動物の触合いを楽しみに訪れる家族

とかお子さんがいて、こどもの国の人気を保っている一つのケースだと思うのですけれども、補充については考え

られないのでしょうか。

○（建設）庶務課長

、 、 、 、大きなヤギだとか フラミンゴだとかというのは ほとんど開設以来補充しないできていまして ウサギだとか

セキセイインコだとかというのは、飼っている中での交配というのでしょうか、それで増えたということはあるの

ですが、ここ数年はそれも抑えています。と申しますのは、一つにはやはり先ほど申しました施設の老朽化、狭あ

いさということがございまして、これ以上の数の飼育は難しいということがひとつございます。それと、今、小樽

公園の再整備ということで、その検討課題の一つにも、今後のこどもの国の在り方ということもございます。そう

いったことも関連しますので見合わせていると、それが実態でございます。

○菊地委員

今、小樽公園の再生化とこどもの国のことについて言われたのですが、広報おたる９月号にこどもの国を閉園し

ないでという市民の投書がありました。ちまたでもこどもの国がなくなるということがささやかれていて、心配し

ているお母さんたちも多いのですけれども、市側の返事を読む限りでは、よく読めばこどもの国はもっともっとよ

くなって残るのか、悪く読めばいったいこどもの国はどうなるのだろうかという、どうでもよく読めるような返事

だったのですが、実際のところはどうなっていくのかなということをお聞きしたいのですが。
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○（建設）建設課長

今後のこどもの国の在り方というご質問でございますけれども、今、庶務課長が申しましたとおり、小樽公園の

再整備の懇談会、５月22日から月１回の平均で10月２日まで５回終了いたしました。その中でも、こどもの国の在

り方についてはたくさんの意見が出されております。一つとしましては、役割は終わったのではないかというご意

見もあります。また、今の形態ではだめである、形を変えてでも継続して残した方がいいのではないかというさま

ざまなご意見もございます。それで、行政側としましても、今後、公園再整備の検討を行っていく中で、こどもの

国も重要と考えておりますので、方向性が出るまでもう少し時間をいただきたいと、そのように考えております。

○菊地委員

役割が終わったという部分をもう少し説明していただけますか。どういうことですか。

○（建設）建設課長

こどもの国自体、昭和45年の開設で、今までああいう形で進めてきておりますけれども、現代にマッチしている

か、していないかという、それは人それぞれの意見があると思います。それで、施設としての老朽化、それが一番

だと思います。それと、動物もあのように古くなってきておりまして、今たくさんの自然死という形で迎えており

ます。補充もできないような状況になっておりますので、今後こどもの国自体、いろいろなああいう形で子どもの

今の動物のところもあれば、遊具の施設もあります。それをどういうふうにしていくかというのは、まだ方向性が

決まっておりません。それで、皆様方からたくさん意見はいただいております。いい意見もたくさんあります。そ

れをしん酌しまして、いいものであればそれを採用していきたい。それからまた、私どもの方も財政的な余裕とい

うものがありますので、それを加味しまして、どのような方向性に行きたいのかということをもう少し時間をいた

だければ、検討して、基本計画という方向に持っていきたいなと、このように考えています。

○菊地委員

私も奉職時代、よくあそこに子どもたちと一緒に訪れたのですけれども、ここの近隣の保育園などはしょっちゅ

う来ているのです 子どもを連れて それで あそこは本当に小動物との触合いと それから非常に安い100円玉１、 。 、 、

、 、個で乗り物に乗れるという意味では その辺がいつまでも人気が衰えないところなのだろうなと思っていますので

そういう本当に庶民の楽しみを奪わない形で発展させる形でぜひ考えていただきたいということが一つ要望なので

す。

それと、次世代育成支援を考える上でも、こういう近隣の幼稚園、それから保育園の子どもたちが訪れるという

実態を見る限りでは、子育て支援課長いかがでしょうか、その立場でぜひ存続を、課長の方からも要望していただ

きたいと思うのですが。

○（福祉）子育て支援課長

今、委員の方からもご指摘がありましたとおり、小樽公園全体を含めてなのですけれども、わりとあそこを中心

にしまして、保育所だけではなくて幼稚園も多く点在しているということでは理解しております。もちろん公園で

すから、幼稚園ですとか保育所だけではなくて、小樽市全体の子どもたちも集える場所ということで、今後いろい

ろな議論がされるのだろうというふうに私どもも思っておりますし、そういう意味では、子どもですから写生をし

たり、ちょっと行って遊んだり、公園というのはいろいろな目的・用途に供される施設だというふうに思っており

ますので、子どもが遊べる、親と一緒に行けるという視点からも、ぜひ今後検討をお願いしたいというふうに思っ

ております。

○新谷委員

◎住民基本台帳ネットワークシステムについて

それでは、住民基本台帳ネットワークシステムについて伺います。
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この事業費の総額、それから2002年８月から稼働しましたが、その後、番号の変更、変換など市民のクレームは

なかったのか、また、現在、受取拒否をしている人は何人か教えてください。

○（市民）田中主幹

住基ネットの構築総額なのですけれども、13年度から14年度で5,300万円使用させていただきました。それで、1

5年度に関しては、ランニングコストということで250万円を計上しています。それから、番号の変更なのですけれ

ども、当初14年度からコード通知を始めたのですけれども、９がいっぱい入っているだとか、それから４が入って

いるだとかということで、番号変更された方がいたと思います。それから、受取拒否件数なのですけれども、36件

です。それから、住民票コードの変更要求なのですけれども、199件になってございます。

○新谷委員

それから 住基カードを発行しましたが 事務執行状況説明書では381件になっています ちょっと少ないかなと、 、 。

思うのですけれども、これは人口比でいったらどのぐらいになりますか。

○（市民）田中主幹

15年度末で人口が14万5,674人おりまして、381件をそれで割り返しますと、約0.26パーセントになってございま

す。

○新谷委員

それから、15年度の転入は4,777件だと思うのですけれども、カードを使用してきた人は何人いましたか。

○（市民）田中主幹

転入・転出の特殊な転入なのですけれども、15年度は１件もございませんでした。16年度で６月に１件ございま

した。

○新谷委員

転出の場合は、改めてその転出届を送らなければなりませんね。カードは、使えないのですよね。

○（市民）田中主幹

転出する場合、この特殊な転出の場合なのですけれども、一定の書類に情報を書いていただきまして、郵送なり

窓口に届けるようにしていただいて、実際には窓口に来なくてもいいわけでございますけれども、その例でそうい

うことをまずしていただきまして、転出される、例えば小樽市以外のところで住基カードを見せて、転入できると

いうしくみなってございます。そのとき、カードは小樽市以外のところで返すという形になってございます。

○新谷委員

それから、先ほど公的個人認証サービスのところでも説明がありましたけれども、住基カードによる新しいサー

ビスはほとんどないということでよろしいですか。

○（市民）田中主幹

今のところ、国で電子証明を進めているところなのですけれども、住基カードを使ってやっていくというのが公

的個人認証というところで使われておりますけれども、今のところちょっとまだこれからの国の動向ということで

考えております。

○（市民）戸籍住民課長

少し補足させていただきますけれども、独自利用というのがございまして、他都市でも幾つかやられている例は

ございますけれども、まだ全国的に広がっているという状況にはございませんで、小樽市も、そういった意味では

独自利用についてはまだ手をつけていない状況にございます。

○新谷委員

小樽市の機器のメーカーはどこで、これはどういう契約で行ったか、教えてください。
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○（市民）田中主幹

メーカーですが、日本電気株式会社になっております。それから、契約方法は随意契約になってございます。

○新谷委員

この随意契約にしたということはどういうことですか。

○（市民）田中主幹

小樽市の大型機械が情報システム課でやってございまして、情報システム課の協力を得まして、この住基ネット

を構築したわけですけれども、その中で既存の住民基本台帳がＮＥＣで開発されたものでございまして、住基ネッ

トに関しまして、この住民基本台帳とかなり近いところがございまして、これがなければもう動かないということ

で、住民基本台帳が動いたら住基ネットに移動させていくという絡みがありまして、そういう形でＮＥＣにやって

いただいたと。

それから、ほかのメーカーも何社か名乗りを上げてきましたのですけれども、そうなりますと、住民基本台帳の

方からも最初から構築させなければいけないということで、かなり高価なものになるということでございます。そ

れから、職員がする既存の住民基本台帳の方の操作も一から覚えなければならないということで、そういうことで

随意契約でやらせていただきました。

○新谷委員

それで、毎年、保守点検は250万円かかるということですね。

○（市民）田中主幹

15年度は250万円計上させていただきまして、その後、今年度予算に関しては210万円ということで、それぐらい

毎年かかっていくのかなと思います。

○新谷委員

それから、これはほかのまちなのですけれども、福島県、これ塙町というのでしょうか、住基ネットにつながる

端末を別の課で使用していたために 敬老会名簿にコード番号が記載されて1,500人分が流出してしまったというこ、

とがありました。今のお話ですと、小樽市も端末が情報システム課ですか、そちらの方で一緒にしているというこ

とで、昨年の総務省の調査では、住基ネットが庁内通信網でインターネットと結ばれて、外部侵入のおそれのある

自治体は800 その中に小樽市も入っていたわけです 今のところそういうことはなさそうですけれども 今後非常、 。 、

に不安になるのですけれども、これは絶対大丈夫ですか。

○（市民）田中主幹

その外部利用ということで敬老会名簿に出たということですが、私どもは端末機、今のところは戸籍住民課と３

サービスセンターでしか住基ネットは見られないようになってございまして、それも操作者用のＩＣカードを使っ

て、パスワードを入れないとできないというしくみになっておりますので、ほかの課では直接絶対見られないとい

う構築になっております。それから、いくら端末機がついていても、住基ネットは見られないという形になってご

ざいます。

それから、庁内ＬＡＮを使って各部の端末機、住基ネットもそうです、インターネット経由もそう。情報システ

ム課で今、庁内ＬＡＮを使って住基ネットをやってございますが、住基ネットからファイルの共有だとか、それか

らインターネット検索は一切できないようになっております。物理的には線ではつながっているのですが、絶対見

られないようになってございまして、それから外部侵入に対するファイアウォールというのですか、それもつけて

ございまして、絶対ということは今は私は言えないのですけれども、そういうことで毎日監視しているところでご

ざいます。

○新谷委員

それから、全国的に見て、住基カードの発行枚数が総務省が思ったより少なかったと言うのですけれども、この
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辺の実態はわかりますか。

○（市民）田中主幹

住基カードの発行枚数が少なかったというか、国で予想したのとはちょっと少なかったかなというような回答が

あるのですけれども、小樽市としては市民証もございまして、身分証明書でかなり使う方が多うございまして、小

樽市ではだいたいこのぐらいかなと思います。国では情報通信とかやっていけば、またこれからも増えていくのか

なとは思っていますけれども、ちょっと動向も見ていかなければならないかなと思っております。

○新谷委員

総務省は目標が300万枚だったそうですが 初年度わずか25万枚ということで非常に少なかった その理由は 先、 。 、

ほどお話をいただきましたサービスの新たな利用がないということと、あまりその利用価値がないということがそ

の原因ということで、こういうニュースを読んでおりますけれども、こういうふうに、これは沖縄の弁護士会で開

いた日弁連のシンポジウムなのですけれども、その中でネットワークセキュリティコンサルタントの吉田さんとい

う方が、完璧なネットワークは存在しない、個人情報が漏れたり、書きかえられるなど訴訟を起こされた場合、市

町村の責任は免れず、巨額の賠償金が必要となると、こういうふうに警告したという、これもニュースで見たので

すけれども、こういったことから考えて、5,300万円を投入して、毎年、保守点検に210万円かかると、そして安全

性も全く完璧ではないということで、住基カードの利便性もないということでは、これはやっぱり自治体負担でや

、 、 。 。っていく必要があったのか 私たちはもう反対でしたから 非常に疑問があるのです そういう点ではどうですか

○（市民）戸籍住民課長

金額的な面で申しますと、財源措置として国からの交付税措置もございますし、ちなみに住基関連につきまして

は１枚につき1,000円という交付税が 後の年度になってから交付されるということでございまして 丸々自治体が、 、

持っているということでもございません。今申しましたとおり多少の負担はございますけれども、こういった住基

ネットといいますのは、国の「ｅ－Ｊａｐａｎ構想」という戦略というものを踏まえたものでございますし、そう

いったものが着実に実現されれば、国民の利便性が飛躍的に向上するということも可能だということを見据えての

ことでございますので、しかもそれについては国の方で法律を定めまして、法律にのっとって自治体もやらなけれ

ばならないという状況にあるわけですので、たまたま今、普及率等があまり進んでいないということで、利便性に

預かるということはちょっと大きな声では言えない状況にはございますけれども、今後そういった期待ができると

いうこともありますし、いましばらく推移を見てみなければ、正当な評価、成果というものはまだ言えないのかな

というふうな感じで考えてございます。

○新谷委員

、 、それについては確かに国の指導もありますけれども しかし自治体としては離脱しているところもありますので

やはりこの点で小樽市はもう少し考えてほしかったなというふうに思います。始めてしまいましたけれども、今後

やはり推移を見ていく必要があるなと思います。

◎住居表示関係の経費について

その次ですけれども、住居表示関係の経費なのですけれども、これの内容について説明願います。

○（市民）戸籍住民課長

これにつきましては、日常的に各街路の角に表示してございます何々町何番という、枝番まではつきませんけれ

どもそういう表示板、それから各戸別１軒１軒につける枝番については、何番何号というものの表示板がはがれた

など、それから新築の場合には新しくつけなければならないということがありまして、そういったものの経費が大

部分でございます。

○新谷委員

これは今どのぐらい全市でされているのですか。
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○（市民）戸籍住民課長

平成15年度の実績で申しますと 居住番号の付定 それから街区の表示板 両方合わせますと年間だいたい350件、 、 、

程度というふうな実績になってございます。

○新谷委員

全市的にやっていくにはまだまだかかるのですか。

○（市民）戸籍住民課長

先日、議決いただきました望洋台４丁目、こういった新しい町名ができますと、そこに対しまして新しい街区表

示をしていかなければならないということもございます。それから、そういった新しい町名変更がなくても、日常

的に街区の表示板がはがれたり、それから個々の家についている住居表示板がはがれたりということがございます

ので、そういったものについては常々補充していかなければならないというふうに考えてございます。

○新谷委員

私も全市調べたわけではないのですけれども、桂岡へ行ったときに、例えば家しかないものですからわからない

のです。暗くなって訪ねたりしたら、本当にたいへん失礼なのだけれども、懐中電灯で見なければわからないみた

いな、そんなところがあるものですから、これは東京から転居して来た方が、例えば塀などにあれば非常に探すの

、 、 、 、に楽だと 初めて行くうちでも失礼がないと こんなことを言っておりましたので これはぜひこの事業を早めて

わかりやすいようにしていただきたいとこう思いますが、いかがでしょうか。

○（市民）戸籍住民課長

街区表示板等をかなり大きなものにしたり、目立つものにしたりという工夫は、ほかの各自治体でもあるようで

す。そういったものを張る場合に、大概は電柱ですとか、そういった公共的なものであったり、それから逆に私的

な所有物、個人の家そのものに張ったりということでございますので、いろいろそういう方の承諾をいただいたり

ということで、ちょっと難しい部分も実はあるのですけれども、表示の見やすさ、わかりやすさ、こういった面に

ついては追求してまいりたいというふうに思っております。

○新谷委員

それでは、質問を変えます。保健所に伺います。

◎市民の健康状態と健康診査について

決算書の40ページの保健所使用料が、15年度は14年度よりも落ちていますが、その数字の比較と理由をお示しく

ださい。

○（保健所）保健総務課長

保健所使用料の歳入の収入済額の関係でございますけれども、15年度決算で215万7,420円の額でございます。平

成14年度が685万2,500円でございますから、約７割くらいの減少ということでございます。

この理由でございますけれども、説明の欄に、15年度ですと処置料ということで、歯科以下書いてございますけ

れども、14年度までは一般健診あるいは事業所健診です。一般健診といいますのは、進学ですとか就職のための診

断書を書くために受診される方、あるいは事業所健診の部分は労働安全衛生法に基づいて受診をされた一般健診・

事業所健診がございます。その部分のエックス線検査料あるいは血圧検査料、聴力検査、心電図、その他、その部

分の使用料が歳入としてなくなってございます。

○新谷委員

今の答えにあった呼吸機能検査だとか心電図検査というのは15年度の予算書に載っていたのですけれども、これ

は予算書に載せたのだけれども、やらなくなったということですね。

○（保健所）保健総務課長

予算書の段階で、現在まだ残しております老人保健法での基本健診の延長線上で、いわゆる心電図ですとか聴力
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検査、呼吸機能検査、そのようなものは残る可能性がありましたので、予算上残っていたけれども、実際には執行

されなかったということです。

○新谷委員

一般健診はもうやめたということで、例えば事業所などで働く人の健康状態はどういうふうに把握されているの

でしょうか。

○（保健所）保健総務課長

事業所健診、一般健診、どちらも一般の診療機関、病院あるいは診療所で受診が可能でございますので、そうい

うところで受診されているということでございます。

○新谷委員

それはわかるのだけれども、市民の健康状態をどういうふうに把握しているかということです。

○（保健所）保健総務課長

従業員につきましては労働安全衛生法上の問題でございますので、私どもの所管ではないと思っております。そ

れから、市民の健康ということに関しましては、40歳以上の部分の老人保健法での検診は、これは保健所で実施し

ておりますし、あるいは病院・診療所に委託をしておりますので、そこの部分の変更はないと考えております。

○新谷委員

そうはいっても、昨年は「健康おたる21」これを策定しまして、市民のいろいろな健康状態について策定してい

るわけです。ですから、そういう点でも市民の健康状態はどうなのか、これはやはり保健所の責任だと思います。

それで、改めてお聞きしますが、健康おたる21、この中に示されております年代別死亡率、３大生活習慣病、平均

寿命についてお知らせください。

○（保健所）健康増進課長

年代別死亡率についてはちょっと把握しておりませんけれども、平均寿命につきましては、小樽市の場合は男性

が76.4歳、それから女性の方は84.1歳というふうになっております。

○新谷委員

３大生活習慣病。

○（保健所）健康増進課長

ＳＭＲという死因別の係数があるのですが、その中では悪性新生物は男性が117.5、女性が111.9、それから心疾

患につきましては男性が134.8 女性につきましては120.0 それから脳血管疾患につきましては 男性が125.6 女、 、 、 、

性は116.0ということになっております。

○新谷委員

、 。ちょっとわかりづらいと思いますので この状態が全国比又は全道比でどうなのかということでお示しください

○（保健所）健康増進課長

平均寿命の全国と北海道ということで比べますと、全国では男性が平均寿命77.7歳、女性が84.6歳、それから北

海道では男性は77.6歳、女性は84.6歳、それから小樽市の場合は男性が76.4歳、女性の場合が84.1歳ということに

なってございます。

○新谷委員

この健康おたる21で数字を見る限りは、市民の健康状態は本当によくない方だと思うのです。基本健診の受診率

を資料として出していただきましたが、その前の13年度の基本健診は、これで見ますと35.3パーセントということ

です。15年度に至って、これはさわやか運河健診が有料になったということで落ちていると思うのですけれども、

肺がん、大腸がん、それから食道がん、すい臓がんがり患率が高い、また、女性の乳がんが高くなっているという

ことがこの中で示されていますが、この中の受診者推移表でない食道がん、すい臓がんについては検診率は下がっ
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ていますか。

○（保健所）保健総務課長

ただいまのすい臓がんあるいは食道がんにつきましては、私どもで今実施しておりますがん検診、胃がん、子宮

がん、肺がん、乳がん、大腸がん、厚生省の基準によりまして基本健診の中に盛り込まれているものの中には入っ

てございません。食道がんについては、バリウム等で所見がある場合もあるでしょうし、すい臓がんについては、

かなりその発見が難しいものと考えております。保健所で実施しております基本健診あるいは現在行っている５種

類のがん検診の中では、それが網羅されてございません。

○新谷委員

せっかくこの健康おたる21を市民の健康を増進させるためにつくったわけですけれども、病気の早期発見という

ことがまず大事なことで、そのためには検診等大事だと思うのですけれども、そのためにどんな手だてを考えてい

ますか。

○保健所長

その辺は非常に重要なポイントだと保健所でも認識しております。それが単純に検診率を上げることによって達

成されるかというと、実際これを分析していくとそうではなくて、そういう検診の率と、疾病にかかる率又は寿命

との関係があるかというと、全然関係ないのです。要するに、基本的には自分の健康に関して自分が責任を持って

、 、きちんと病院で受診するかどうかということだと思うのですけれども 実際保健所の15年度のデータを見ましても

異常が出た市民に対して病院で受診しなさいと言っても、約４割強の市民は受診しておりません。ですから、やは

り自分の健康に対しての責任というよりも、もっと関心を持ってほしいというのが我々の考えなのですけれども。

ではどうしたら関心を持ってもらえるか、それは健康おたる21の中でいろいろ網羅されています。それに取り組ん

で、あと七、八年後に結果を出さなければならないのですけれども、ですから自分の健康、それと関心を持っても

らう、さらに今一番重要なのは食生活による改善、いろいろあります。保健所はそういったものに対して取り組ん

でおりますけれども、簡単に一つのことで何かが達成されるというのは、非常に複合的な要素があるので、簡単に

は、早急には解決できないものであると考えています。

○新谷委員

所長の今までの答弁を聞いていますと、検診率が高くなったから、検診率とり患率と関係ないとおっしゃるので

、 、 。すけれども でもやはり病気を発見するためには検診が第一ですよね それをしなければわからないわけですから

この乳がんの検診なのですけれども、乳がんが高いと言っているのに受診率が１けた台ということで非常に低いわ

けですよね。これに対して14年度は、事務執行状況説明書を見ますと自己検診のやり方、それも指導していたよう

ですが、15年度は載っていません。ここはいくら自分の責任でといったって、やはり市民に対していろいろ啓発し

ていかなければならないわけですから、この自己検診のやり方、こんなに受診率が低いのになぜ行わなかったので

しょうか。

○（保健所）藤井主幹

乳がん検診の自己検診ですけれども、平成14年度までは、各健康教育のときに付随してやっておりました。15年

度以降ですけれども、老人保健法による健康手帳、また、設定というよりも機会あるごとに個別対応という形で、

説明・指導はしているところでございます。

○新谷委員

健康おたる21の策定目的は、早死に、それから要介護状況を減少させて、平均寿命を延ばすということを目標に

しております。先ほども言いましたように、小樽市民の健康状況はあまりよくないわけです。市民の健康を増進さ

せて、病気を予防する上で、保健所のその役割は非常に大きいと思うのです。

、 、 、長野県の佐久市では 小樽市とは人口も産業構造も違いますけれども そこは保健センターだそうですけれども
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かつては脳卒中死亡率が全国一高かったと。しかし、循環器検診、受診の啓もう、それから定期健康相談の開設、

。 、いろいろな活動で死亡率を低下させております 市民意識の高揚を図るために健康教育や健康相談事業を実施して

誕生月の検診も行っております。1990年の国勢調査では平均寿命が男性が日本一、それから女性が11位とトップク

ラスになっているわけです。ですから、こういうような予防の業務をもっともっと充実させていくということが非

常に大事だと思うのです。その点ではどうでしょうか。

○保健所長

。 、 、長野県の佐久市は世界的にも非常にすばらしいところです それは地域的なものもありますけれども 市民全体

また環境、そして一つの風土的なものがあって、非常に理想的です。たしか10年間で死亡率の低さはトップに変革

できたまちだと思います。

小樽市、我々もそういったものをもちろん目指していますけれども、それがでは具体的にすぐ佐久市のようにや

れるかというと、いろいろな条件があってこれは難しいですけれども、アイデアとしてはたくさんあります。です

から、今後10年間にわたって、現状よりもさらにもっと改善していきたいと思っていますけれども、では具体的に

何をやれ、かにをやれといっても、やれる部分とやれない部分がある。佐久市も同じだとは思うのですけれども、

でも今、委員がおっしゃった佐久市の例は、私も去年に例を出したと思いますけれども、確かに非常に理想的な部

分をいっているまちです。でも、すぐ佐久市と同じことを政策面でやれるかというと、やれない。その辺は保健所

のいろいろなアイデア、我々のいろいろな知恵でもって、いろいろな対策などに取り組んでやっていこうと考えて

います。

○新谷委員

アイデア、知恵ということで、それは非常に大事なことなのですけれども、実際の事務執行状況を見ますと、生

活習慣病の予防のための健康教育は、15年度の実施状況は、14年度よりも半分ぐらいの回数しか開いていないので

す。これはどうしてなのでしょうか。

○（保健所）健康増進課長

14年度より15年度の方が少ないという形なのですが、参加された人数からいたしますと、14年度は生活習慣病関

係の健康教育ということで、120回実施しておりますが、2,922人ということになっています。15年度につきまして

は 回数は69回ということで減ったのですが 参加されている方は4,043人ということで 人数的には増えているよ、 、 、

うな状況になっております。

○新谷委員

人数は増えていますけれども、もっとこういう点で回数も増やして、市民の啓もうを図るとか、いろいろ努力を

重ねていただきたいなと思います。

◎母子保健業務について

母子保健業務について伺います。

近ごろの子どもをめぐるいろいろな問題から、乳幼児期の健康診断はもちろん、子育ての面で母親学級や育児教

室は本当に大事だと思うのです。15年度の母子保健業務を見ますと、１歳６か月児の健診、３歳児健診のときの心

理相談が前年度よりも２倍以上になっていますが、これはどういうことでしょうか。

○（保健所）江原主幹

、 、１歳６か月健診及び３歳児健診におきまして 心理相談を希望されている方が増えている背景といたしましては

母親の中に、非常に子育ての不安をお持ちになる方が増えてきている。また、そのほかに、例えば今、児童虐待等

が社会の新聞紙上とか、かなり言葉として状態が知られるようになってきております。こういうことで、実際には

子どもたちを虐待しているというわけではないのですが、やはり自分の子どもに対して、虐待まではいかなくても

非常に否定的な感情を持ってしまうというような母親の悩みというのが一つあります。



- 35 -

平成16年10月6日 決算特別委員会会議録（４）

それから、今はＡＤＨＤとかＬＤとか、子どもの発達ないしは学習不適応を、年齢的には１歳半とか３歳ですと

まだ早いのですけれども、どうもそういったような学習障害ないしは自閉とか、そういったような言葉が新聞紙上

でたくさん出てきているということもありまして、子どもの発達に対して、今までは手のかからない子ということ

で済んでしまった形が、次第にうちの子どもはそういうような病態があるのか、ないのかということでも、母親の

心配ということが増えてまいりまして、これが心理相談を希望される母親の増加というふうにつながっているので

はないかと理解しております。

○新谷委員

育児に対して非常に不安だということの反映なのですけれども 母親育児教室が15年度は一つにして183人 延べ、 、

420人でした 両親学級が前年度に比較して物すごく減って74人しかおりません 14年度に比べてかなり落ちている。 。

のですけれども、これを一つにした理由と、それから参加人数が少ない理由はどうしてなのでしょうか。

○（保健所）健康増進課長

平成14年度につきましては母親学級と育児教室、別々で組んでいたような状況でございますが、実際に相談に来

られる方というか、ある程度病院の方で母親の相談だとか何かというのを受けているような状況も把握しておりま

して、また、その母親学級それから育児教室、それを妊産婦それから子どもが生まれてからの子育てとか、そうい

った形の一連の中で一本で統一した形でやっていくということで、15年度母親育児教室というのを実施したところ

でありますが、その中で妊娠中の育児指導とか、それから育児の楽しさだとか、また、出産後のいろいろな中での

仲間づくりだとか、そういったものができるような形で組んだというような状況でございます。

○新谷委員

保健所の条例の中で、いろいろな業務について記載されていますよね。これから見ても、それから事務執行状況

を見ましても、15年度は前年度よりも大幅に減っているところがあるのです。少なくなっております。これはなぜ

なのか。

予算的にもかなり不用額も残しておりますから、やはり予防だとか、それから母子の健康だとか、この条例に書

かれています仕事、これをしっかりとやっていただきたいと思いますし、そのための予算づけも、保健所だけでは

これは難しいのかもしれませんが、ぜひつけて、もっとこの病気についての啓もうだとか、母子の方だとか、いろ

いろ市民の相談に乗れるようなことをやっていっていただきたいと思うのですけれども、どうでしょうか。

○保健所長

マイナスの部分をすごく言われますけれども、例えばまちかど健康相談というのは、これはたぶん全国的にもほ

とんどない全く新しいものを去年からやっています。それには医師はじめいろいろな関係者が出て、例えばそれは

母子の関係もまちかど健康相談を行う。そういった場でもって現場に出て、実際いろいろな相談に乗っていこうと

いう、そういう試みは既にもうやっているのですけれども、ただいろいろな枠がある中でどれが一番効率がいいの

か、どれが小樽にとって一番いいのか、我々はそれをいろいろ考えていることで、まちかど健康相談はそういう一

つのユニークな方法で、これはだんだん数が増える。朝里地区、新光地区でも、かなりの評判を呼んでいる状態で

す。

ですから、これから保健所の建物の中でやるとかではなくて、実際現場に出ていって、そういった中で呼びかけ

、 。 、 、てやる そういうものを実際にやっております もしそういった情報がなければ 保健所の方に来ていただければ

いろいろお教えすることができると思います。

○委員長

共産党の質疑を終結し、この際暫時休憩いたします。
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休憩 午後３時55分

再開 午後４時10分

○委員長

休憩前に引き続き、会議を再開し、質疑を続行いたします。

自民党。

○山田委員

◎除雪費について

それでは、除雪費に関してお聞きいたします。

まず、この除雪費、それにかかわる不用額、これが9,782万5,444円ということで各会計決算説明書に載っており

ます。まず、この数字について、169ページ、よろしくお願いします。

○（建設）田中主幹

不用額につきましては、9,782万5,000円ほどになってございます。除雪につきましては、例年言っていますけれ

、 。 、 、ども 気象条件によりましてたいへん大きく左右される部分がございます 15年度につきましては 年末に向けて

11月、12月と非常に暖かい日が続いて、年が明けてからは例年並みの降雪がありましたけれども、結果的には３メ

ートル93センチ、そして、今年の積雪につきましては99センチという形になりまして、天気等の状況によりまして

9,700万円ほどの不用額が出たということでございます。

○山田委員

これで個人的に感じることは、その大半を占める部分が何かロードヒーティングの整備、また、こちらの方の維

持費がだいぶ加わっているのではないかなと思うのですが、その点についてはどうお考えでしょうか。

○（建設）田中主幹

今ご指摘されましたように この内訳といたしましては ロードヒーティングの維持費・光熱費が約4,900万円ほ、 、

どございます。また、除排雪の委託料等につきまして、業者に委託している関係で降雪が少なくて設計変更という

形になりまして、それにつきましても約4,800万円ほどございまして、トータルで9,700万円です。

○山田委員

また、12月の第４回定例会に、そこら辺は詳しくお聞きしたいと思います。

◎雪捨場の現状について

それではまず、15年度の雪捨場の現状について、場所、数、また利用方法。これは業者若しくは市民、その利用

の方法、あと条件、どういう場所が条件にふさわしいのか。それと、やはり雪を捨てた後、夏場は解けますよね。

そういった解けた後の後始末、そこら辺に関して詳しく聞きたいと思います。よろしくお願いします。

○（建設）維持課長

雪捨場の現状ということで、まず場所というか、数です。それにつきましては、市民の雪捨場として、市の方で

昨年度指定したところが５か所あります。そのほかに市民の雪捨場以外に、小さなところで道路管理者だけが利用

しているところが10か所ありまして、合わせて市の方で使っているのは15か所ほどあります。

あと利用方法なのですけれども、今申しましたように、市民と道路管理者が両方使っているというやり方、そう

いうところについては比較的面積が大きくて場所がいいところに設けています、具体的に言いますと、中央ふ頭基

部と手宮地区、ここは手宮１丁目でございますけれども、そのほか銭函地区にも設けています。あと望洋台の方に

は、ジャンプ台のあります望洋シャンツェの駐車場、小さいところなのですけれども祝津の豊井浜、この５か所を

。 。市民と道路管理者が両方使える形でやっております そのほかに市が直接使っている小さなところを設けています
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雪捨場としての条件なのですけれども、まず基本的にはある程度大量に雪を運べる面積があるということと、あ

とそこに車で運ぶということがあるものですから、アクセス道路があるということです。言うならば住宅地の中を

入っていくとなれば、やはり騒音の問題等がございまして、アクセス道路があることということであります。その

ほかに夜間などですと、トラックのあおりというのですか、捨てた後に音がするということがございますから、そ

ういうことがないような場所。あと陸上であれば、雪をたい積した後、春先になると雪が解けて水が流れるという

ことで、水の流れる先、流末がきちんと整備がされているかどうか、そのような場所を見て、雪捨場がいいのかど

うかということなどを考えております。

春先の雪が解けた後の処理ということで、それにつきましては海に投げている部分がありますけれども、港に捨

てている部分につきましては、指定処理しているところにつきましてはしゅんせつを行っております。そのほか陸

上につきましては、解けた後にそのごみ処理、そういう形で後処理を行っています。

○山田委員

後始末ということで、幸１丁目の施設があるのですが、そこのところはごみの処理がされていないという状況が

ありますので、今後そこのごみの除去をよろしくお願いしたいと思います。

また、量に関して、次にお伺いいたします。事務執行状況説明書の中で運搬排雪、この中で貸出しダンプという

のが含まれていると思いますが、決算書の中では排雪量40万9,446立方メートルで、運搬排雪の61万6,069立方メー

トル、ここから差し引いた部分が貸出しダンプで利用された部分でしょうか。

○（建設）維持課長

40万9,446立方メートルという数字につきましては これについては業者委託ということで 民間に委託してトラ、 、

。 、 、ックで排雪している量でございます そして今 61万6,000立方メートルというのは総トータルなのですけれども

その中には貸出しダンプの量と、そのほかに市の直営の班が１班ございまして、その部分を含んで、この差につい

ては貸出しダンプのほかに直営の作業が行われている部分の量を含んでおります。

○山田委員

そういったような貸出しダンプ、先ほどもありましたようにボランティアを利用した老人住宅の除雪、こういう

のも含めていると思いますので、なるべくなら市民の負担のない、こういうような利用方法をお願いしたいと思い

ます。

次に、通常であれば、そういう除排雪の雪を海に投棄しているのが大半かと思いますが、土地を借りてそこに投

棄する場合、その土地の賃貸料とか、そういったものがありましたら、お聞かせ願いたいと思います。

○（建設）維持課長

平成15年度の除排雪の中では、先ほどの市民の雪捨場５か所を指定しておりますけれども、そのうち、本来です

と公共の用地とか、市の用地で処理することが望ましいのですけれども、広い土地がない場合については、いろい

ろと情報があった中で市民の方に情報をもらって、地先と交渉して、そういう雪捨場を設けていまして、今回５か

所のうち２か所、民間の方の土地を利用させてもらって、雪捨場として利用しております。

それで、土地の金額についてなのですが、当然地権者がございますので、買うということであれば、そういう土

地の価格というのはいろいろな土地の価格とかという、そういうことで交渉するのですけれども、借りるというこ

となものですから、これは当然地権者と会っての交渉でございます。その中では我々としては無償で貸してもらう

というのが一番いいのですけれども、場所によっては無償ということではなくて、やはり賃借料を欲しいというこ

とのお話の中でやっております。その中では当然我々も税金で支払うということなものですから、交渉の中では、

通常の支払うべき金額よりも安い形で交渉して使用させてもらっております。

○山田委員

無償で借りられるところがありましたら、私も協力して探していきたいと思います。
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次に、市民周知という意味で、例年であれば12月に広報などを通じてこういった形でお知らせすると思うのです

が、まずその方法と時期と、また、内容について変わりがないかどうか、その点についてお聞かせ願いたいと思い

ます。

○（建設）維持課長

当然先ほど言いましたように、雪捨場については市民に利用してもらう部分がございますので、それの周知を行

っているところですけれども、例年除排雪の計画につきましては市民の関心事ということで、広報おたるの12月号

に、毎年除排雪計画ということで皆さんにお知らせしております。その中で、毎年雪捨場の位置については変わる

こともございますものですから、その中に雪捨場の場所、あと使える期間、使える時間、それぞれの場所によって

いろいろと条件が異なるものですから、そういうものをお伝えしまして、あと利用されるときにはごみ・木片など

がまじらないように、そういうまじった雪については持ち込まないようにということも周知を図っているところで

あります。これについては広報おたるのほかにも、12月の初めに、町内会長と国・道・市を含めた道路管理者の関

、 。連の機関とが一堂に会して打合せをする場もありますので その中でも同様の周知を図っているところであります

○山田委員

本当にあと２か月もすれば、また除雪という北海道特有の、そういう行事があるわけです。先般、雪の訪れです

か、利尻富士に雪を見ました。最後に、今年度も同じような場所で雪捨てをされるのか、もし変わるところがあれ

ば、それもあわせてお願いします。

○（建設）維持課長

16年度の除排雪については、最終的にはまだ決まってはいないのですけれども、雪捨場については、いろいろと

陸上の雪捨場を模索しているところでございますけれども、先ほどいろいろ雪捨場としての条件の中、情報を聞き

ながらやっているのですけれども、なかなか適当な場所がまだ見つからないという状況です。昨年度の５か所の市

民の雪捨場の中に、やはり市の土地であれば市の都合でということになるのですけれども、民間の土地であれば、

、 。当然民間の方のご都合もございますものですから 毎年の話合いの中でやらせてもらっているところでございます

今借りている部分の一部については、相手方から利用はできなくなるということのお話も聞いておりますので、変

更が生じる可能性もあるということでお話を聞いています。

○山田委員

ある程度そういった形で民間の方に協力していただけるように、また、幸１丁目の造成地も何か新しく造成工事

もなさったということも聞いておりますので、その点また、除排雪の配慮をよろしくお願いいたします。

○小前委員

◎公営保育所の民間委託化について

市営の保育所についてお伺いいたします。

市営保育所が７か所、民間に委託されるという報道がございましたのですけれども、これはいつをめどに、どの

ような形で実施されるのでしょうか、お伺いします。

○（福祉）子育て支援課長

公立保育所は、現在７か所ございます。この委託化につきましては、昨年の第２回定例会の中でも市長の方から

答弁しておりますが、運営委託について今後も検討してまいりたいということで答弁させていただいております。

ご承知のとおり、平成15年度から委託の形が新たに指定管理者制度という形になりまして、その中身で申し上げ

ますと、一般公募あるいは指定管理者の選定、そういった基本的な基準といいますか、そういった考え方をまとめ

てからの具体的な作業になろうかというふうに考えております。現状、担当課、私どもの方で、指定管理者を選定

するに当たっての公募の仕方、あるいは指定管理者の範囲、そういった部分につきましての研究を進めている段階
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ということでございますので、ちょっと今の段階でいついつから始めるということではございませんけれども、そ

ういった制度の中で市としての考え方をまとめた上で、今後は進めてまいりたいというふうに考えております。

○小前委員

市は民営化することで、幾らぐらい節約になるとお考えでしょうか。

○（福祉）子育て支援課長

基本的には保育所の運営というのは、従前ですと国の運営費、それから道の負担金ということで、総枠的には市

が４分の１、道が４分の１、国が２分の１という、そういう仕切りで長年にわたって進められてまいりました。ご

承知のとおり、今年度から、公立保育所については一般財源化になったという中で、その経費の部分についての積

算の仕方というのが、ある意味ではちょっと比較しづらくなってきたという面がございます。民間と公立との比較

という部分での比べ方がちょっと難しくなってきた状況はございます。

ただ、公立と、現在もございます民間の保育所と比べた場合、市の方で負担しなければならないお金、一般財源

の部分で申し上げますと、これは間違いなく公立の方が経費的にはかかっているというのは、事実でございますの

で、そういったことも含めての検討になろうかと思っております。

○小前委員

よろしくお願いいたします。

◎生活保護世帯への医療扶助について

次に 小樽市の生活保護費の総額は81億5,000万円とのことですけれども このうちの医療費の占める割合は幾ら、 、

で、何パーセントぐらいになりますでしょうか、お尋ねします。

○（福祉）保護課長

医療扶助費の決算額が43億7,000万円程度でございますから、構成比としまして、医療扶助は53.59パーセントと

いう数字になります。

○小前委員

物すごく大きな金額だと思います。これが三位一体改革で、国からの補助金が４分の３から３分の２に変更にな

るというような報道を聞かされておりますけれども、そうなりますと小樽市の負担増は幾らぐらいになりますでし

ょうか。

○（福祉）保護課長

一応決算額で試算しますと４分の３ 従前どおりでございますと決算数字も出ていますけれども 81億5,000万円、 、

に対して市負担は17億7,000万円 これが３分の２になりますと24億3,000万円ということで 差引き６億6,000万円。 、

ほど市の負担が増すという数字になります。

○小前委員

この金額が小樽市で払えるかどうかという質問は、明日の総括で改めて財政部にお尋ねしたいと思います。

次に、生活保護１人当たりの医療扶助費は幾らになりますでしょうか。

○（福祉）保護課長

生活保護人員の１人当たりの医療扶助費でございますが 15年度で見ますと92万6,000円程度になろうかと思いま、

す。

○小前委員

私も調べてみましたのですけれども、この小樽市の医療扶助費は道内一高いということがわかっております。こ

の高い理由は何だとお考えでしょうか。

○（福祉）保護課長

15年度末で3,170世帯が保護を受けてございます その中で世帯類型別に見ますと 高齢者世帯が今申しました3,。 、
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170世帯に対しまして、1,559世帯の49.2パーセントということで、約半数を高齢者の方が占めていると、これも一

つの要因かなと。さらに病院及び病床数が、後志地区管内だと当然多うございます。そういうこともあって、そう

いう環境の中でどうしてもそういう病院にかかる。それから、高齢者だけではございません。傷病障害世帯もござ

いまして、入院している方もおられます。そういうことで、当然こういうように医療扶助費が多くなっているのか

なというようには考えてございます。

○小前委員

高い医療扶助費を抑えるために、小樽市はどういう取組をなさっているでしょうか。

○（福祉）吉岡主幹

医療扶助費の適正化のためにどのような取組をしているかというご質問でございます。

主なものを説明させていただきますと、まず診療機関から上がってまいりますレセプト、これ枚数にしまして年

度およそ10万枚になるのですけれども、このすべてに対しまして、委託業者及び嘱託の医療事務担当者による内容

。 、 、チェックを実施してきております これにより 内容に誤りのあるものにつきましては医療機関に送り返しまして

再審査を依頼いたします。その結果、過誤調整と言っておりますが、内容の誤りが是正されまして、毎年度、ここ

５年間平均で3,000万円台での請求額の減額という効果につながってきております。

また、医療機関からの療養についての要否意見書、それからレセプト点検を通じまして健康保険による給付です

とか、精神保健福祉法あるいは結核予防法の適用がされないのかという、医療扶助を実施する前に優先して使える

他の法律、施策がないのかという部分につきましても、その都度調査を行いまして、その積極的な活用に努めてお

ります。

さらにまた、平成14年度からは頻回受診者、これはいわゆる外来患者で診療日数が過度に多い状態が続いている

患者、そういう方に対しましては医療機関及び嘱託医と連携をとりまして、適正な受診指導を行う取組も行ってき

ております。

このほかにも、日ごろからケースワーカーによります各受給世帯への訪問調査、その他随時の面接の中で、例え

ば医療機関の同一疾病による重複受診はできないことですとか、自己判断で通院あるいは服薬をかってに中止して

しまうと病気を結果的に再発、さらには悪化させて、けっきょくは医療扶助の長期化という、そういうふうな結果

をもたらすことにもなりますので、通院中は主治医の指示をきちんと守りまして療養効果を上げることなど、そう

いうことを受給者に対しては常日ごろから指導してきております。

このほかにも細かいものを含めまして、さまざまな角度から総合的に医療扶助費の適正化に向けて取組を行って

おります。

○小前委員

10万枚ものレセプトをお調べとは本当にご苦労さまでございます。そのような取組によって成果は上がっている

のでしょうか。５年間の何か実績があれば、パーセンテージでお教えいただきたいと思います。

○（福祉）吉岡主幹

各種の取組による成果ということでございますが、先ほど申しましたレセプト点検効果の実績部分では、毎年度

平均3,000万円の額として示すことができます ただ そのほかの部分につきましては 額として示すことが困難で。 、 、

ございます。

それで、結果として、この５年間の生活保護人員１人当たりの医療扶助費がどのように推移してきたかというこ

。 。 、 、とでお答えしたいと思います 1,000円単位で申し上げます 平成11年度が112万1,000円 平成12年度104万3,000円

平成13年度97万5,000円、平成14年度94万円、平成15年度92万6,000円となっております。これを今ご指摘のありま

した割合で示しますと、平成11年度を100といたしまして、平成12年度は93.0、13年度87.0、14年度83.9、15年度8

2.6と年々少しずつ下がってきておりまして 11年度から見ますと 15年度では17.4ポイント減少しております こ、 、 。
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れにはご承知のとおり、平成12年度から介護保険制度が施行され、それまで医療扶助の分野であったものの一部が

介護扶助での支出に移っていったという、そういう面もございます。しかし、それとあわせて、先ほど申し上げま

した医療扶助適正化に向けての私どもの取組も、また、着実に効果を現してきた結果であると考えております。

○小前委員

ありがとうございました。なおいっそうの努力をお願い申し上げます。

○吹田委員

◎中高齢者総合健康増進プログラム事業について

中高齢者総合健康増進の関係で質問したいと思います。小樽市の人口ですが、50歳以上では51パーセント、いわ

ゆる２分の１が50歳以上になっています。国では、2010年には成人の２分の１が50歳以上となると言われておりま

すが、小樽の高齢化はまさに先進都市ではないでしょうか。つきましては、中高齢者総合健康推進プログラム事業

について、その主な内容を聞きたいと思います。

○（保健所）健康増進課長

、 、中高齢者総合健康増進プログラム事業についてでございますが おたる健康総合大学として実施しておりまして

おおむね50歳以上の方を対象といたしまして、できるだけ元気な生活を送って社会参加をしていけるようなことを

目的といたしまして、心と体の健康づくりといたしまして二つのプログラムを組んでおりますが、ストックウオー

キングや水中ウオーキングなどの身体的プログラム、また、陶工芸や絵手紙などの文化的プログラム、これで構成

いたしまして、15年度158名の方が修了しております。

○吹田委員

このプログラムの事業でございますけれども、今後どのような広がりを持たせるのか。これで終わるということ

にはないと思いますけれども、その広がりを持たせる部分、また、他の施策とどのような連携を図るかについて、

考えがあれば聞きたいと思います。

○保健所長

確かに、その部分は非常に今後重要な課題だと考えています。現時点で今年２年目ですけれども、まずこれは所

期の目的として、参加者、参加する「学生」と我々は呼んでいますけれども、個々が身体的にある程度どんどん強

くなってきて、また、身体的にどういうふうにすれば健康になれるかを学ぶ、それとあと精神的・文化的なものを

学ぶ。ですから、個々の中高齢者が元気になるというのが所期の目的なのですけれども、これからはそういう個々

の元気な中高齢者だけが増えても、それは意味がない。それがいかにこの小樽のまちの中に浸透していくか、そう

いうのが非常に重要と考えています。ですから、今後はそういった中からボランティア的な活動をするグループと

か、また、自分たちが会得した、そういうところの周辺にいろいろまた小さなグループをつくって、いろいろ教室

を開いていく。

実際見てみますと、文化的プログラムは非常にいいものがありまして、非常にいい講師が多いです。ですから、

そういった中で学べるものは、たぶん従来のものではないものを皆さん学んでいると思うのです。それがまち全体

に広がっていくことによって、今後の高齢者中心の小樽のまちが非常に元気になっていくというか、本当に健康的

。 、 、になってくる 先ほど新谷委員が言いましたけれども 佐久市がその一つのモデルだと私は考えていますけれども

まち全体が行政の力というよりも、市民全体がそう変わることによって、もう自動的に歯車が回っていく、それが

一つの理想と考えています。

具体的には、来年度あたりから、ある程度会得した学生たちが、教育の中で技術を得た学生たちが、施設の高齢

者に寝たきり予防だとか、そういった者のためにそういったものを一緒に指導していくだとか、又は転倒予防のた

めのいろいろなものをやっていく。それは学生たちというか、参加している市民の皆さん方が、ボランティア的に
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そういった動きが今後出てくると期待しております。

○吹田委員

市民の皆さんのためにも、ぜひとも今後も庁内の関係部局がしっかりと連携をした施策の推進をお願いしたいと

思います。

◎高齢者に対する防災対策等について

続きまして、高齢者に対する防災対策等についてでございますけれども、小樽では高齢化がますます進んでおり

ますが 先日の台風18号により 一番気になります独居老人世帯が小樽では6,000世帯ほどございますけれども ま、 、 、

、 、 、た 老人世帯は約8,000世帯と言われておりますが 台風の関係で皆さんの生活に影響や被害はあったのでしょうか

まずお聞きしたいと思います。

○（福祉）地域福祉課長

台風18号によります独居老人あるいは老人世帯、災害弱者の被害状況ですけれども、福祉部としては福祉部所管

の建物等について調査いたしましたけれども、特別な調査はしておりませんが、防災担当の方から一括集約した資

料をいただいておりますので、それでお答えいたしますと、人的な被害を受けた方とけがをなさった方というのが

41人いまして、そのうち独居あるいは老人世帯の区分はわかりませんけれども、高齢者65歳以上の方は15人いたと

。 、 、 、いうことです それから建物 一般住宅でございますが 全体で871軒が被害に遭われたということですけれども

この住宅につきましては、世帯の年齢区分という、そういう区分はしておりませんので、総数しかわからないとい

うことで聞いてございます。

○吹田委員

今回の台風18号の被害を教訓にして、日ごろから安心・安全なまちづくりを目指すべきであると考えますが、特

に力を入れるべき施策を防災の観点から考えていましたら、お聞かせください。

○（福祉）地域福祉課長

市の防災計画の中では、福祉部の役割といたしまして独居老人や障害者を把握し、災害時における救助体制を確

保するという、部としてそういう役割を担っております。それで、まずは災害弱者といいますか、そういう方々が

どこにどのくらいいるのかという、こういう押さえがまず必要だろうというふうに考えております。

そういうことで、今年５月に民生委員が実施しました世帯実態調査というのがありますけれども、その中で独居

老人がまず6,011人いたということで そういう方々に直接民生委員を通じまして あなたは大雪などの災害があっ、 、

た場合に、市の方からリストをつくって、電話をしたり安否確認したりということで考えているのですけれども、

そのリストに載せていいですかということで調査をしていただきまして、6,011人のうち2,730人の方がそのリスト

に載せてほしいということでお答えになっています。

逆に言うと、3,000人以上の方は載せないでいいということなのですけれども、現在その2,730人の方の名簿づく

りをし、福祉部だけではかないませんので、そのデータを防災担当あるいは消防等と共有いたしまして、先ほど言

いました、どこにどういう方がいるのかというデータをつくろうということで着手中でございます。

○吹田委員

この15年度の各会計決算説明書の中で うるおい・生活・快適プラン という項目に載っている平成15年の主な、「 」

事業の中に救急救命士の養成という部分がありますが、このような突然に襲ってくる自然災害時には、ふだんから

の人的な備えが重要であると考えております。そこでお尋ねしますけれども、こういう観点からですけれども、救

急救命士の配置や今後の計画について、関係のところがありましたらお聞かせください。

○総務部長

救急救命士は消防の所管なので、ちょっと私の方からは詳しいお答えはできませんけれども、先般救急救命士の

養成には力を入れていこうということで、どこにどういうふうにして配置していくかというようなことは承知して
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いませんので、後ほど消防の方に言ってお知らせしたいと思っていますので、ご理解いただきたいと思います。

○吹田委員

小樽の人口は65歳以上は26パーセント、また、60歳以上は34パーセントになっております。現状から、高齢者を

守る防災に強いまちづくりはたいへん重要と言えます。ぜひともしっかりとしたソフト面、ハード面の充実や、日

ごろからの訓練、関係機関との連携などをよろしくお願いしたいと思います。

○委員長

自民党の質疑を終結し、市民クラブに移します。

○森井委員

◎不法投棄監視パトロールについて

まずは、不法投棄監視パトロールについてお伺いいたします。

改めてですけれども、このパトロールに対して費用というか予算はどれほどついていて、その内容として人員が

どれぐらい配置されているのか、車が何台配置されているのか、また、パトロール時間等を教えていただきたいの

ですが。

○（環境）管理課長

、 、 。15年度決算になりますけれども 監視パトロールに係る経費といたしましては 349万7,000円ほどでございます

人員でございますけれども、現在嘱託で３名採用してございまして、嘱託職員ですから、勤務時間が我々の４分の

３ということです。常時いるわけではなくて、３人のうち平日２人が通常いるというパターンです。車の台数につ

きましては、ワゴンというのですか、バンというのですか、それを１台持ってございます。

勤務時間ですけれども、８時50分から、我々と同じですから17時20分までの勤務時間になっています。

○森井委員

その中でそのような形で、パトロールされていると思うのですけれども、実際に検挙したとか、そういうことに

遭遇したということ、こちらの方も改めてあれば、15年度について教えてください。

○（環境）管理課長

この監視パトロールは平成13年度からスタートしてございまして、平成13年度は、犯人といいますか、その投棄

者を特定したケースが８件ほどございます。それで、14年度につきましては４件、15年度につきましては２件の犯

人を特定いたしまして、その者に不法投棄物を回収させてございます。

○森井委員

ほかにも巡回していると、いろいろな場所に不法投棄されているところ、現場とかを見ることがあると思うので

すけれども、それに対しての件数とかは何かクローズアップされたりしていますか。

○（環境）管理課長

先ほど言ったように勤務時間は日中なのですけれども、現実の不法投棄の多くは夜間に捨てられていまして、現

状として投棄した者に実際そこで出会ったということはございません。ただ、今年度に入りまして通報がありまし

て、それに対して監視パトロールが速やかに出動したわけなのですけれども、その中では速やかな処理だったもの

ですから、直接的には犯人とは接触はできなかったのですけれども、警察とタイアップした中では犯人をすぐ特定

できたというケースはございました。

○森井委員

、 、そのような警察との連携というのもたいへん重要だと思うのですけれども 不法投棄されてしまった後にという

今、後手になっているのが現状ではないかなというふうに私は認識しているのですが、そういう認識が基本的に間

違っていないということでよろしいですか。
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○（環境）管理課長

基本的にその監視パトロール業務のどこに力点を置くかという問題もあるのだと思うのですけれども、これはい

ろいろ今後検討していかなくてはいけない部分は確かにあろうかと思いますけれども、私どもとしては監視パトロ

ール自体を、あくまでも廃棄物の調査をしたり、だれがそのごみを捨てたのかということを調査した上で、投棄物

自体をそこにずっと放置できないという状態があるのであれば、それは当然回収していかなければいけないという

ことなものですから、それは両方とも本来的に業務だというふうに考えております。

○森井委員

これももう一度改めてお伺いしますけれども、その嘱託職員３名で車で回っているその業務内容は基本的には何

になりますか。廃棄物の調査、捨てられているものの調査がメーンということになってしまうのでしょうか。嘱託

職員に、ほかにもこういう仕事をしてくれという、仕事の内容を教えていただきたいのですけれども。

○（環境）管理課長

基本的に監視パトロール車でございますので、市内で不法投棄がよくされる場所を巡回しているという状況なの

ですけれども、そこに対しまして、まず基本的に落ちているものを調べると。ただ、このごろは、自分の名前を書

いた部分を一緒に捨てるという方もなかなかおられないという現状もあるのですけれども、ただ我々としては、あ

くまで捨てた方を特定したいということです。

ただ、先ほども言いましたとおり、それだけではそこに物を置いていくという状態になるものですから、そのバ

ンの車で、回収できる物につきましては回収しているという状況でございます。それが業務といえば業務だという

ふうに考えております。

○森井委員

先ほどの８件というのも、廃棄物の調査の中でその所有者が特定できたということでよろしいですか。

○（環境）管理課長

そうでございます。

○森井委員

こんな言い方を本当はしたくはないのですけれども、この349万7,000円という費用を使ってこういう調査とかを

行っている、これをよくこういう委員会とかの場では費用対効果というような話が出るのですけれども、費用対効

果という考えの下で考えられた場合、これに対しての見解があれば教えていただきたいです。

○（環境）管理課長

先ほども言いましたとおり、犯人を特定したいのだという中で監視パトロールを行っていますけれども、一方で

ごみの回収をしているという部分もございます。ただ、手に負えないごみが投げられている箇所につきましては、

管理者と連携した中で協力しながら回収するわけでございまして、そういう部分で対応しているという状態です。

費用対効果につきましては、基本的な考え方として、私どもとしてはそのパトロール車がいかに市民の方々にＰ

Ｒされていくのか、こうやって回っているのだよというＰＲがされているのか、そういう中で、今回10月の市の広

報を通じまして、特集みたいな形で組んでいただきまして、不法投棄を４面にわたりまして我々もアピールしてい

くと。そこの中にも監視パトロールの部分の業務を入れまして、こういう部分でアピールしていこうと。これはあ

らゆる機会を通じた中で、こういう監視パトロールを強調していくことによって、効果が高まっていくだろうとい

うふうに私は考えてございます。

○森井委員

今話されたとおりで、検挙をするためにとか、当然そういう権限もないでしょうし、警察でもないですから、そ

ういう検挙するためにその方々を雇われているわけでもないと思うのです。また、それがすぐ防止につながるかと

いうと、それもなかなか難しい。つまりは小樽市としてのＰＲ、また、小樽市はそういうふうなことに対して意識
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して頑張っているのだということを高めるとか示すために、そういうふうなパトロールとかというのを行われてい

るというのはすごい大きな役割ではないかなと。もちろん廃棄物の調査であったりとか、回収ももちろんその車で

というようなことではあると思うのですけれども、大きな目的は今おっしゃられたとおりではないかなというふう

に思っています。

その中で一つ聞きたいことがあるのですけれども、現在、小樽市で所有されている車、特にパトロール、例えば

道路パトロールとかいろいろなパトロールがあると思うのですけれども、突然ですけれども聞きたいのですけれど

も、建設部又は水道局とか、それぞれで車を所有されていると思うのですが、どれだけの台数を所有されているの

か教えていただきたいのですけれども。

○（建設）維持課長

建設部の方では道路パトロールということで何台か車を所有しておりますけれども、道路のパトロールとしては

ジープのパトロール車が４台です。

○（水道）総務課長

水道局としても持っていますけれども、作業車とかタンク車入れますと40台近く。

○委員長

パトロール車はあるのですか。

○（水道）総務課長

パトロール車は１台です。

○（市民）青少年課長

交通安全の普及啓発ということで、セットカー１台を持ってございます。

○森井委員

今聞いただけでも水道局が40台と、それから建設部の方で４台、市民部が１台、45台あるのですけれども、それ

はもちろんそれぞれの業務に伴って使われていると思うのですけれども、先ほどお話しされたように、これは環境

部としてということではなくて、小樽市として真剣にそういう環境を、それぞれの課とかそういうことを隔たりな

、 、く 少しでも不法投棄を減らしたいという気持ちの中で取り組んでいきたいという思いが全職員に伝わっていれば

例えばそちらの方に何かしらのスケジュールというか、ボランティア的になってしまいますけれども、週に何回は

こちらの方の課で回っていただきたいとか、又はこちらの方で、特にパトロールという形で建設部とか水道局に１

台あると言っていましたけれども、たぶん赤色灯と言わないですね、黄色いのを何と言うのかちょっとわからない

のですが、そういうランプがついているものとかを使われていると思いますので、特に今後夜間パトロールとかと

いうことも業務としてかかわっていくときに、改めてその黄色の赤色灯、済みません、名称がわからないので、そ

れがついているものを、また、改めて購入してパトロールをするというのはなかなか難しいことなのかなと。そう

いうのをそちらの方の車を借りたりとか、又は職員の方々に手伝っていただいたりということで、小樽市全体とし

て不法投棄を防いでいこうと。それももちろん先ほど言ったように、検挙とか防止ということ以上に、市民の方々

にＰＲ、又は不法投棄をしようとしている人たちに、小樽市はそういうことはさせないよというイメージアップに

つなげるために、そういうことをすることができるのではないかなというふうに思うのですけれども、いかがでし

ょうか。

○（環境）管理課長

委員のおっしゃる部分というのは非常によくわかります。私どもも、不法投棄につきましては横の連携が大切だ

ろうというふうに考えている部分がございます。そういう中でもって、５月以降になりますけれども、不法投棄に

対しましての庁内連絡会議をつくりまして、数回ここで打合せをしてございます。この中で、いろいろと不法投棄

についてのある意味で勉強会的な部分も含めてやっている部分はあるのですけれども、そういう中でそういう今お
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っしゃられた提案部分を吸収できるのか、できないのか。いろいろ勤務時間だとか、それぞれの本来業務としての

部分というのがございますので、そういうことができるのかどうか。恐らくなかなか難しい困難な部分はあるのだ

ろうというふうに考えますけれども、そういうことも話してみたいなと。

そして、車のお話なのですけれども、夜間パトロールを我々が実施しようとしているのが、基本的に委託をかけ

て今考えようと。市の職員ではなくて委託者でもって、委員のおっしゃられた赤色灯というかどうか私もわかりま

せんけれども、そういう部分を導入しながらアピールしていこうと。なかなか夜間の部分について、市の職員が臨

時的に、例えばある一定の期間をやるというなら、それはそれで成り立つ話なのでしょうけれども、恒常的にやる

のは週一遍、今、夜間パトロールを考えているわけなのですけれども、その夜間パトロールが週一遍という中では

委託を考えているものですから、その車の部分については他課のという話にはならないのではないかなというよう

に考えますけれども。

○森井委員

、 、 、今 私の方の話を聞いていろいろな思いがあると思うのですけれども 返答できる範囲ではあるとは思いますし

やはり小樽市の中で不法投棄されたくないという気持ちは、環境部だけではなく市の職員、市民みんな同じ思いだ

と思いますので、このあたりのことを踏まえて今後の検討につなげていただければなというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

○（環境）管理課長

今、委員のおっしゃられた気持ちは非常に私もわかります。ですから先ほど言ったように、あくまでも横の連携

を大切にしてやっていきたいというように私どもも考えてございます。そのために実績として、現実に豊井浜の部

分だとかも連携しながら、おかの部分は例えば維持課がやります、海岸部分は私どもと経済部でもって現実は監視

パトロールで拾えなかった部分が非常に多かったものですから、そのほかに契約管財課等と連携しながら、私ども

もやっていきたいというふうに考えてございます。

○森井委員

では、この質問はこのぐらいにしたいと思います。よろしくお願いいたします。

◎雪捨場について

では次に、お伺いしたいことがあるのですけれども、先ほど自民党の山田委員からも雪捨場のお話が出たのです

けれども、このことについて。私の場合は、やはり海に投棄されている部分がとても気になるところですので、海

のエリアに捨てている範囲というか、どの距離、どのぐらいの範囲、これも一応改めてお伺いしたいのですけれど

も。

○（建設）田中主幹

海域についての雪捨場の関係でございますけれども、これにつきましては、いろいろと議論をこれまでもさせて

いただいているわけでございますけれども、今、場所につきましては、中央ふ頭基部、それと北浜ふ頭部分と、も

う一部色内地区、３か所の海域の指定場所に捨てられています。

○森井委員

そちらの方に雪を捨てる業者とか市民というのはどの範囲かというのは区切られていますか。

○（建設）田中主幹

市民が捨てる場所といたしましては、勝納の１か所があります。あとの２か所につきましては、市の方で使って

いるわけでございまして、市民としてはその勝納の１か所のみです。

○森井委員

その業者としてとか、市としてと言えばいいのですか、市としては至るところからそこに捨てに来ているわけで

はないですよね。どこか距離とか、例えば10キロメートル以上からでも来られるとか。だから、そういう何か基準
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とかがあれば教えていただきたいのですけれども。

○（建設）田中主幹

地域的には市内、市民はどこから来るかといいますと、市民につきましては、全部それぞれ近いところ。先ほど

言いました海域以外に４か所ほど市民の雪捨場がありますけれども、それ以外で市としてやる部分とか国・道、そ

ういう形の排雪が相当量入っている状況です。地域的には市内４か所分けておりまして、それぞれのエリアという

形の中で行っておりますけれども、持ってくる雪につきましては、近い場所でそこを利用するような形にはしてお

ります。

○森井委員

では、海の方に捨てにくるところはここからというふうに決まっているわけではないのですよね。いろいろなと

ころから捨てに来ると。

○（建設）田中主幹

はい。

○森井委員

それで、もう一つお聞きしたいのですが、こちらも確認という意味でなのですけれども、雪を海に捨てている状

況ですと、どうしてもしゅんせつを後で行わなければいけないと思うのですけれども、しゅんせつに対する費用と

いうのはどれぐらいかかってくるのでしょうか。

○（建設）田中主幹

それにつきましては、640万円ほどでしゅんせつをしております。

○森井委員

昨年の予算特別委員会のときなのですけれども、そういうふうに海に捨てられている状況は、やはり環境上問題

もありますし、自分としてはそのしゅんせつ費用というのも、もちろんしゅんせつというのは港湾とかいろいろな

事業で行わなければいけないですが、要するに雪を捨てているという行為によってしゅんせつをせざるをえないと

いう費用で、ある意味無駄と言えばいいのか、そういう必要のない費用なのかなと、陸に捨てればそれは要らない

だろうというふうに思うのですけれども。そのしゅんせつ費用とかを運搬費用とかに切り替えて、そういう陸地に

おける候補地とか又はシミュレーションとか、何かそんなようなことが行われていたら教えていただきたいと思う

のですけれども。

○（建設）田中主幹

実際に今はしゅんせつ費用がございまして、それをどこに置き替えるという形のものはないのですけれども、実

際に海に捨てたとなりまして、その部分の費用対効果というか、そういう形の中では、例えば陸域に箇所を増やし

た場合のその運搬距離で、それに相当額補えるだとか、延長がどのぐらい延びても、しゅんせつ費の費用を振替す

ることによって、その量を増やせるだとかというのは考えておりますけれども、具体的にその場所がどこだという

形にはまだ出ておりませんので、具体的にはシミュレーションというか、当然変えることによっての運搬費の増と

いうことは考えられます。

○森井委員

昨年度、それを私の方から話させてもらってから、そのような検討というようなこともあったと思うのですけれ

ども、何か先ほども言ったように、陸地における候補地とか、ここはどうかとか、そういう具体的な話とかという

のは今まで出ていないのですか。

○（建設）田中主幹

私どもの方で、一応場所は何点か探しております。ただ、民有地等もございますし、所有者の了解も得られない

とかという状況の中では、ちょっと今新たな雪捨ての場所というのはございません。ただ、先ほどの話にありまし
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たように、上赤岩地区で少しそういうような方法は考えているところでございます。

○森井委員

では、一応先々やはり今年度に間に合う、間に合わないは別にしても、海浜におけるそういう雪を捨てるという

行為ではなくて、陸地を今後探して検討していくという考え方でよろしいでしょうか。

○（建設）田中主幹

基本的には海域に全くなくするということは不可能なこととは思いますけれども、陸域に雪捨場を求めていくと

いう考えは変わっておりません。

○森井委員

もう少し深く話したかったのですけれども、なかなか難しいところもあると思いますし、それでも先ほど山田委

員から、解けた後の掃除をというお話もされていましたけれども、海では一度流れたら陸地で拾うようなそういう

掃除はできませんから、基本的にはやはり流れもありますし、どこかへ流されてしまうと。それは環境としてもや

はりいいことではもちろんないですし、今後そういう陸地の方における雪捨場というか、そういうことも考えてい

ただきたいですし、それ以外にも、少しでもそういう除雪費とかを削減できるような方法があるならば、いろいろ

検討していただければなと思いますので、よろしくお願いします。

○委員長

市民クラブの質疑を終結し、れいめいの会に移します。

○上野委員

◎除雪の問題について

先ほど、山田委員や森井委員も質問しましたけれども、少し観点が違いますので、私も除雪の問題。

先ほど不用額の方、9,782万5,444円が出まして、これに対していろいろ本会議でもたいへんお金が残ったという

ことで強調、市長自身が１億円ぐらいの金が残った残ったというふうに私も耳に入っていまして、私もこれについ

てはいろいろと考えたのです。果たしてこれが残っていいものかということです。残るのはたいへんありがたいの

ですけれども、一つはロードヒーティングの電気代とか、こういうのはもう雪が降らないときは残りますから、こ

れもいろいろ問題がありますけれども、これはもう残るのはわかるのですけれども、問題はやはり排雪のお金なの

です。排雪の業者はどのように選定というか決めているか、簡単でよろしいので、それについてお願いします。

○（建設）田中主幹

業者につきましては、平成13年度から総合除雪になりまして、市の方で土木業者等65社ぐらいになると思うので

すけれども、そこに登録申請を出していただきまして、そこから業者の方から登録申請が上がってきて、それをま

た審査する中で、業者の方を選定しております。

○上野委員

業者も一応選定されて、非常に予算とかいろいろな面である程度お金を決めてから、雪が降ったら動くというの

ですけれども、ほかの仕事と違って雪が降らなければお金が入らない、降った場合はまた増えるという現象が起き

ますけれども 今回 昨年みたく5,000万円以上の除雪費が浮くということは 私は業者の肩を持つわけではござい、 、 、

ませんけれども、やはり除雪というのはほかの仕事と違って、本当に市民と直結して、それで夜中もしなければな

らない。そこには現場の方がついているわけではございませんので、そこの会社の方がもう本当に隅々までやって

いくという、こういう現象があるのです。今日いる方もみんな除雪、朝はきれいになっていると喜ぶのです。です

から、やはり業者に対して、それで小樽の場合は特に平地とそれから坂の上とか、いろいろなところの除雪範囲が

みんな同じような金額でやっているかどうかはわかりませんけれども、いろいろなことを含めて、やはり除雪の問

題においては、なかなかほかの入札価格と私は違うと思うのです。これについて何かありましたら。



- 49 -

平成16年10月6日 決算特別委員会会議録（４）

○（建設）田中主幹

業者を４ブロックに分けてＪＶという形で入札制度で行っておりますけれども、入札の前に説明会を開催しまし

て、市の基本的な降雪量の計画、降雪量を設定した理由だとか、それから設計に伴う基本的な考え方等を全部事前

。 、 、 、 、に説明しております そういう中で 毎年除雪の終わった後に そういう担当を含めながら いろいろ反省会なり

そういう中でより効率的な方法だとか金額的な面も含めまして打ち合わせをしている。そういう中に、計画降雪量

との２割増減の場合の設定の増減というのがありまして、今回の場合につきましては５メートル45センチという計

画の中で、先ほど言ったように３メートル93センチという中で、そういう増減が生じたと。

ただ、すべて減るわけではなくて、排雪量につきましては、市の計画よりも多くやっている部分ですから、それ

については増額をしているという中で、増減それぞれ出てきて、結果的には先ほどの不用額ということになったわ

けでありますけれども、それについても今後いろいろどういう効率化を図るかというのも含めて考えていきたいと

思います。

○上野委員

特にしつこく言いますけれども、除雪の場合は、作業をやる方たちは土日がありませんし、元旦でも降ればもう

出なければならない、どんなときでも出なければならないという仕事でございますので、市の発注するほかの仕事

とは私違うと思うのです。その辺もやはり心の通う除雪をしなければ、やはり業者にやってもらうのですから、役

所の方が直接やるわけではないですから、ですからやはり心の通うことをしていかなければ、小樽のこの困難な山

坂のまちの除雪は大変でございますので、どうかそういう除雪ということに対して、もう一度一考いただければと

思います。

もう一点 融雪剤を散布していますね これにつきましては 砂・融雪剤等原材料費3,893万円うんぬんとあるの、 。 、

ですけれども、これは市の方で全部今はやっているのですか。というのは砂も含めて。

○（建設）田中主幹

原材料といたしましては、融雪剤と砂。ほとんどが砂を使っていまして、融雪剤は少ないのですけれども、使っ

ていないわけではございません。大部分が砂の単価になっています。

○上野委員

それは市の方で。

○（建設）田中主幹

はい、全部市の方で買っております。

○上野委員

例えば役所の方も正月休みがありますよね。それから土・日とか祝日とかは、その場合はどうしますか。

○（建設）田中主幹

路面管理している業者は通常でおりますけれども、その辺につきましては、冬期間の部分、余裕を持たせて市の

方から渡しております。

○上野委員

それも含めて、やはり大変な我々冬に向かって、今は感じませんけれども、そういう面で本当にこの雪のことと

いうのは、先ほど森井委員も言ったように心の問題、心が通わなければほかのものとはちょっと私は違うと思いま

すので、本当にソフトな除雪ということでハードな仕事でございますけれども、本当にソフトでやって、小樽の業

者の方たちが小樽の雪を排雪していると思うのです。札幌から来るわけではございませんので、小樽の小さな業者

もたくさん、本当に小さな苦しい業者もいますので、その辺やはり心から本当にありがとう、本当にやってもらっ

てありがとうという、そういう気持ちでやることも、市民に通じて、市民もまたその業者にありがたいなというよ

うな、やはり除雪に来る業者に対しては、小樽市にありがとうとは言わないのです。その業者にありがとうと、運
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転手にありがとうと言っているのです。事実そうです。私も本当に朝も早くから夜中もやっている方たちに本当に

ご苦労さんという、そういう気持ちがこれからの雪の対策にはたいへん私は必要と思いますので、駄弁でございま

すけれども、冬を迎えて本当にあの業者はもう日本一だというぐらいの気持ちでやるということが、もちろん業者

も、それから市民も含めて、除雪に対しては一生懸命やっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○委員長

以上をもって、質疑を終結し、本日はこれをもって散会いたします。


